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平成２７年第１回東洋町議会定例会議事日程

（第 ２ 号）

平成２７年３月１８日（水） 午前９時００分開議

［日程第１］ 議案第１号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正すること

について

［日程第２］ 議案第２号 東洋町観光物産センターの設置及び管理に関する条例の

一部を改正することについて

［日程第３］ 議案第３号 東洋町防災避難タワー設置及び管理条例の一部を改正す

ることについて

［日程第４］ 議案第４号 東洋町防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する条例を定め

ることについて

［日程第５］ 議案第５号 東洋町防災活動拠点施設の設置及び管理に関する条例を

定めることについて

［日程第６］ 議案第６号 長期継続契約を締結することができる契約に関する条例を

定めることについて

［日程第７］ 議案第７号 町長等の給与及び旅費支給条例等の一部を改正する条例

を定めることについて

［日程第８］ 議案第８号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を定め

ることについて

［日程第９］ 議案第９号 教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例を定め

ることについて

［日程第１０］ 議案第１０号 東洋町在宅介護手当支給に関する条例の一部を改正する

ことについて
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［日程第１１］ 議案第１１号 東洋町介護保険条例の一部を改正することについて

［日程第１２］ 議案第１２号 東洋町立保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正

することについて

［日程第１３］ 議案第１３号 東洋町保健推進員を設置する条例を定めることについて

［日程第１４］ 議案第１４号 地方自治法第２０３条の２の規定による職員の報酬及び費

用弁償の額並びにその支給条例の一部を改正することに

ついて

［日程第１５］ 議案第１５号 平成２６年度東洋町一般会計補正予算（第４号）を定めるこ

とについて

［日程第１６］ 議案第１６号 平成２６年度東洋町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）を定めることについて

［日程第１７］ 議案第１７号 平成２６年度東洋町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）を定めることについて

［日程第１８］ 議案第１８号 平成２７年度東洋町一般会計予算を定めることについて

［日程第１９］ 議案第１９号 平成２７年度東洋町住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算を定めることについて

［日程第２０］ 議案第２０号 平成２７年度東洋町国民健康保険事業特別会計予算を定

めることについて

［日程第２１］ 議案第２１号 平成２７年度東洋町後期高齢者医療保険事業特別会計予

算を定めることについて

［日程第２２］ 議案第２２号 平成２７年度東洋町介護保険事業特別会計予算を定めるこ

とについて
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［日程第２３］ 議案第２３号 平成２７年度東洋町介護サービス事業特別会計予算を定め

ることについて

［日程第２４］ 議案第２４号 平成２７年度東洋町下水道事業特別会計予算を定めること

について

［日程第２５］ 議案第２５号 平成２７年度東洋町簡易水道事業特別会計予算を定めるこ

とについて

［日程第２６］ 議案第２６号 平成２７年度東洋町観光施設事業特別会計予算を定めるこ

とについて

［日程第２７］ 議案第２７号 安芸広域市町村圏事務組合規約の変更について

［日程第２８］ 発議第１号 東洋町議会委員会条例の一部を改正することについて

［日程第２９］ 発議第２号 郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供する義務を全

うできる株式処分のあり方の検討を求める意見書について

［日程第３０］ 閉会中の継続審査・調査の申し出について

（１）総務教育民生常任委員会

（２）産業建設常任委員会

（３）議会運営委員会

［日程第３１］ 一般質問
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平成２７年第１回東洋町議会定例会 平成２７年３月１８日 水曜日

議事のてんまつ

議長 （今宮 裕明議長）

おはようございます。ただいまの出席議員は全員であります。

これより、平成２７年第１回東洋町議会定例会を開きます。

（再開時間：９時００分）

本日の議事日程は、お手元に配布したとおり、議案として、条例１４件、

補正予算３件、当初予算９件、規約の変更１件、発議２件、閉会中の継続

審査・調査の申出１件の計３０件、それと一般質問であります。

日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。

３月１２、１３、両日に、予算審査特別委員会を開催し、その報告書が届

いております。

次に、３月１３日、総務教育民生常任委員会、産業建設常任委員会をそ

れぞれ開催し、その報告書が届いております。

総務教育民生常任委員長から、本定例会の開会日に付託を受けた郵便

と金融のユニバーサル・サービスを提供する義務を全うできる株式処分の

あり方の検討を求める意見書提出に関する陳情書は採択と、産業建設常

任委員長から、最低賃金の大幅引き上げ、全国一律の最低賃金制度を求

める意見書採択要望書は継続審査、公契約条例の制定を国と県に求める

意見書採択要望書、ＴＰＰ交渉に関する陳情書、農協改革など農業改革に

関する陳情書、米価対策の意見書を求める陳情書は不採択との報告がそ

れぞれありました。

以上をもって、諸般の報告を終わります。

日程に入ります。

日程第１、議案第１号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

することについての件を議題とします。

質疑について、まず、本会議で提出された全ての議案に対し、１人１時間

以内、答弁時間も１時間以内とし、一問一答方式で行います。また、議会会

議規則第５４条の規定により、発言は、全て簡明にするものとし、議題外に

わたり、またはその範囲を超えてはならず、質疑に当たっては、自己の意見

を述べることができないことになっております。その規定に反すると認めると
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きは、同規則第２項の規定により注意し、なお、従わない場合は発言を禁

止します。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

１号議案、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について質疑

させていただきます。通告してあります。

通勤手当もですね、住民生活、特に国民年金受給者にとっては死活状況

にある今、例え少額であろうとも、住民血税を使った増額はすべきではな

い。これは私の考えであります。住民の収入が改善され、生活が安定する

までは、通勤手当は現状のままにして、住民とともに苦労を共有しようでは

ありませんか。答弁をお願い致します。

議長 （今宮 裕明議長）

光本総務課長。

総務課長 （光本 速雄総務課長）

田島議員の質疑にお答えを致します。

議案第１、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましてで

すが、今回の改正につきましては、高知県人事委員会の勧告を受けまし

て、高知県に準じまして改正し、平成２７年４月１日から施行しようとするも

のであります。

通勤手当では、交通用具使用者、自動車等に係る通勤手当について、

民間の支給状況を踏まえまして、使用距離に応じまして、１００円から７１０

０円の引き上げの改正をしております。今回の改正によりまして、該当する

町職員は、現時点では８名でありまして、金額では１００円から６００円の引

き上げとなっております。

また、管理職特別勤務手当につきましては、管理監督職員が平日、深夜

に及ぶ長時間の勤務を行っている実態があります。災害への対処等の臨

時、緊急の必要によりやむを得ず、平日、深夜、午前０時から午前５時まで

の間に勤務した場合、勤務１回につき６千円を越えない範囲内での額を支

給するとしております。これにつきましても、昨年３月１４日、午前２時０７分

に伊予灘でマグニチュード６．１の地震が発生をしまして、東洋町では震度

３でありました。被害はありませんでしたが、幹部職員は参集をしまして、配

備体制を執っていました。また、去年の台風では、７月から１０月にかけまし
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て、４回の台風が通過をしまして、床上や床下の大きな被害がありました。

災害対策本部を設置し、避難勧告を出しまして対応をして参りました。今後

につきましても、台風や地震、津波に対し、必要に応じ警戒態勢を執ってい

くようにしております。

また、単身赴任手当につきましては、民間の支給状況を踏まえ、月額７

千円と、交通距離によりまして２万５千円の引き上げとなっております。現

在のところ該当職員はいませんが、今後、人づくり広域連合や後期高齢医

療広域連合でも、各市町村からの派遣職員を出しまして運営をしているとこ

ろから、今後、派遣職員の検討をしないといけないと考えております。また、

県への出向や人事交流もありますので、今回、単身赴任手当の改正をする

ものであります。ご理解のほどよろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

他に質疑はありませんか。（自席より、なしと発言あり。）質疑なしと認め

ます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論は、議題となっている問題に対する自己

の賛否の意見表明であり、自己の意見を他の議員に賛同させることであり

ます。討論はありませんか。７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

今の条例一部改正についての反対討論をさせていただきます。

先ほど課長が言われましたけれども、特別職の緊急的な手当について

も、これは今後、考えていかなければならないと思いますけれども、職員さ

んは現在、説明によりますと、約４０万円以上の平均して給与をいただいて

いると聞いております。そういう職員さんが本当に今、通勤手当やそういう

ものを上げなければ生活はできないのかと、困るのかと、そういう問題であ

ります。一方、住民は、その微々たるお金にさえ、その今、言われた８名、そ

れから、金額は聞いておりませんが、そういうお金にさえ困るほどの今、生

活に困窮しているんです。住民の苦しいときには各種手当てを含めて、職

員給与の増額などは厳に慎まなければならないと。これは私の考えであり

ます。公務員として、町財源の困窮も含めて、住民生活が安定するまで先

憂後楽の立場で頑張っていただきたい。これは私の考えではございます

が、今、国民年金受給者や失業して生活に困窮している人がどれぐらいい

るか、職員の皆さんは知っておられますか。町職員には見えないのかと、そ

の声が聞こえないのかと歯がゆい思いがしております。公務員にとって住
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民さんとはどういう立場にあるのか。それが分からないようなら、行政の将

来は目に見えていると考えております。金額が多いとか、少ないとかという

問題ではございません。困窮住民を放置して、我が身の給与を上げようと

する、その職員の意識を指弾しているのであります。私の反対討論に対し

て議員諸氏の賛成をよろしくお願い申し上げます。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

賛成者の討論はありませんか。反対者の討論はありませんか。他に討論

はありませんか。（自席より、なしと発言あり。）討論なしと認めます。これで

討論を終わります。

これより、議案第１号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

することについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手多数（賛成５：反対３）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２、議案第２号、東洋町観光物産センターの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正することについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第２号、東洋町観光物産センターの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正することについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第３、議案第３号、東洋町防災避難タワー設置及び管理条例の一部

を改正することについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第３号、東洋町防災避難タワー設置及び管理条例の一部
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を改正することについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第４、議案第４号、東洋町防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する

条例を定めることについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第４号、東洋町防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する条

例を定めることについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第５、議案第５号、東洋町防災活動拠点施設の設置及び管理に関

する条例を定めることについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第５号、東洋町防災活動拠点施設の設置及び管理に関す

る条例を定めることについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第６、議案第６号、長期継続契約を締結することができる契約に関

する条例を定めることについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

議案６号、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例につ
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いてお聞きしたいと思います。

１つ目に、長期とは無期限か、どれぐらいの期間を指すのかということを

お聞きしたいと思います。長期といえどもいろいろあります。そして、その

間、何があっても継続するということでしょうか。そういう意味での制定でし

ょうか、お聞きしたいと思います。

２つ目に、長期継続によって、町及び受託者双方にメリットもありますが、

これは分かります。逆にデメリットもあります。現在は改善されていますが、

例えば、以前の斎場のように、利用者から心付けをいただくような悪習が出

てはいけないし、町内に競争業者のいるような公共施設管理契約などは、

特に公平公正を図らなければならないと思います。その他の契約において

も、運営やサービス、住民対応などに問題が生じた場合の歯止めや改善、

また、もっと優れた事業者が出たときのためにも、長期継続契約の条例制

定には慎重を期すべきであると、こう思います。途中のチェックの効かない

半永久的な継続契約ではなく、ある程度の更改期間を定めて、あるいは問

題が出たときなどは公募し、審査し、馴れ合いや惰性を排していくべきだと

考えております。その審査の中で、現業業者がよければ継続委託をすれば

いいのであり、何も継続契約をする必要はないと考えますが、考えをお聞き

したいと思います。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 田島議員の質疑にお答え致します。

契約期間については、品質及び競争性を確保するため、原則、５年以内

に定めることを考えています。本町では現在、地方自治法の規定により、契

約は単年度ごとになっているため、今回、複数年の契約ができるように条

例を制定しようとするものです。１つの例としては、コピー機のリースや公用

車のリースなど、契約は３年から５年が通常ですが、本町の場合は、毎年

度３月末に契約の更新をしなければなりません。複数年契約ができることで

事務の簡素化が図られ、効率的な事務運営ができるようになります。また、

経費の節減にも期待ができるところです。田島議員の指摘の契約期間中の

問題が出た場合については当然、契約内容に反することであれば指導しな

ければなりませんし、その内容によっては契約を解除しなければならないこ

ともあると考えています。契約内容を単年度にするか、複数年にするかは、
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それぞれの所管課において適切な判断をしていただきたいと考えていま

す。以上です。よろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

今、課長から答弁がございました。

５年間という話を聞きました。期限を決めて、その間に問題があれば対処

するということであれば、私は異論がございません。ただ、１つの例としてお

聞きしますが、町の観光施設なんかを貸したときに、それが目的に反した運

営、管理をされていた場合の注意などが、全く今まではされていませんでし

たが、白浜入口の施設なんかはそうでございますが、そういうことも契約の

中に、あれは長期ではございませんが、公共施設の管理に対する普段から

の注意とか、指摘とか、改善要求等はやっておられましたか、今まで。ちょ

っと離れますが、お聞きしたいと思います。詳しく場所を言いましょうか。（自

席より、場所をと発言あり。）物産センターです。（自席より、管理契約でなし

に、賃貸借使用料と発言あり。）賃貸借はこの契約には入らないと。（自席

より、違いますと発言あり。）分かりました。今の質疑は撤回します。癒着と

かね、馴れ合いというような言葉は使いたくありませんが、あってはなりま

せん。安易に長期契約によって、このままいっている場合には往々にして、

そういうことが起こって参ります。５年間という期間は決めたいえども、その

途中のチェックはしっかりやっていただきたい。そう、お願いして終わりま

す。

議長 （今宮 裕明議長）

他に質疑はありませんか。（自席より、なしと発言あり。）質疑なしと認め

ます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第６号、長期継続契約を締結することができる契約に関す

る条例を定めることについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。
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日程第７、議案第７号、町長等の給与及び旅費支給条例等の一部を改

正する条例を定めることについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第７号、町長等の給与及び旅費支給条例等の一部を改正

する条例を定めることについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第８、議案第８号、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条

例を定めることについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第８号、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条

例を定めることについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第９、議案第９号、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条

例を定めることについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第９号、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条

例を定めることについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決
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されました。

日程第１０、議案第１０号、東洋町在宅介護手当支給に関する条例の一

部を改正することについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第１０号、東洋町在宅介護手当支給に関する条例の一部

を改正することについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第１１、議案第１１号、東洋町介護保険条例の一部を改正することに

ついての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

東洋町介護保険条例の一部を改正する条例について、何点かお聞きし

たいと思います。

今回、大変な額が上がってくると、こういうことでございます。その中で、

特に経済的な弱者であられる１号被保険者のうちの第１段階の人にとって

は、今回の支援といいますか、助成といいますか、非常にありがたいものだ

と思いますが、町費から助成される１万円で増額分が相殺されると、こうい

うことを聞いております。しかしながら、２段階から９段階までの人は１万円

助成されても、それぞれ応分に自己負担分の保険料は増額されると、こう

いうことになっております。自由業などで現役の人以外は、全て年金受給者

で、年金受給額で生活しておられる方が東洋町にはたくさんおられます。少

しでも保険料の軽減を考えてあげなくてはいけない、そう思います。保険

者、町として基金がなくなった今、少しでも給付費用を減らす手立ては持っ

ておられるか。今までそういう手立てはされたのか、この３年間。上がってく

るのは分かっていたんですよ。それに対して、どのような手立てをしたか、

お聞きしたいと思います。

２つ目です。このままでは、平成３０年度の７回目の改正時には、更に多
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額の保険料アップが想定されております。今回のような、対症療法的な直

接助成ではなく、給付費自体を減少させるための改革を考えなければいけ

ないと思います。健康診断や生きがい対策としての、１つの私の案でござい

ますが、貸し農園による生産や加工、癒やし系のペットの飼育助成などを強

力に推進して、第１条に謳われている介護予防を充実させようではありませ

んか。

また、介護器具などの譲り合いなどによる、少しでも介護費用の削減に

つなげられないか。そういう考えがあればお聞きしたいと思います。以上、２

つ質疑致します。

議長 （今宮 裕明議長）

蛭子地域包括支援センター事務局長。

地域包括支 （蛭子 浩久地域包括支援センター事務局長）

援 セ ン タ ー 田島議員の質疑にお答えを致します。

事務局長 ６５歳以上の人の介護保険料は、必要な介護サービス費用を賄うために

算出された基準額を基に、所得などに応じて９段階に分けて設定をしており

ます。介護サービスに掛かる費用が年々、増加する中、これまで３年間は、

町に貯めてありました基金を取り崩し、保険料の上昇を抑えて参りました

が、この基金も使い切ってしまいましたので、今後３年間は、保険料を大幅

に増額せざるを得ない厳しい状況となっております。ご理解をお願い致しま

す。

今回、国が低所得者に対する軽減措置を行っています第１段階の人は、

生活保護受給者や老齢福祉年金受給者の他に、世帯全員が住民税非課

税で、本人の年金収入が８０万円以下の人となりますが、この段階の人の

月額保険料は３２４６円になります。この金額は、基準額７２１２円に対しま

して、本来、５０パーセントの金額となるところ、国の施策によりまして４５パ

ーセントの金額に引き下げられております。保険料の増額に伴い、町が独

自で６５歳以上の人に一律１万円を支給することを予定しておりますけれど

も、田島議員のご指摘のとおり、第２段階から９段階の人の保険料増額分

には、まだ足りない状況であります。介護保険の制度上、所得の多い方に

は厳しい状況となっております。ただ、平成２９年４月から国の施策によりま

して、保険料は第１段階の方で月額２１６４円になります。第２段階の方は３

６０６円、第３段階の方は５０４９円となる予定となっております。今後、国の

制度改革案にも注視し、保険料の引き下げに努力をしていきたいと思って



- 16 -

おりますので、よろしくお願いします。

２つ目ですが、現在、策定中の第６期の東洋町高齢者福祉計画、介護保

険事業計画の中に掲げている項目の１つに、高齢者が主体的にいきいきと

できる活動の場づくりがあります。具体的な取組としましては、いきいき百

歳体操の発展、地域での集いの場づくり、住民が主体となって活動できる

組織づくりの支援などを、今までも行ってきておりましたが、今後も引き続き

行う予定となっております。このような取組は、主に介護保険制度の中の地

域支援事業で実施するところが多いですけれども、東洋町の場合は、でき

るだけ介護保険料を上げたくありませんので、一般会計予算でできるもの

は、一般会計予算で実施をしていきたいと考えております。

介護福祉用具の貸し出しにつきまして、介護保険制度の事業にもありま

すが、それ以外でも、高齢者個人が、自身が使用していたものが不要にな

った物、例えばベッド、歩行器、車いす、杖等を何点か寄付していただいて

おります。この用具を介護保険で使用が困難な方等に無償で貸し出しを行

っております。ただ、貸し出す用具の数が限られております。このようなこと

も、介護保険料を下げる意味で重要なことになりますことから、平成２７年

度一般会計当初予算の老人福祉事業費の中に貸し出しできる用具を増や

すため、備品購入費２０万円を計上させてもらっております。以上でござい

ます。よろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

町として、今までも数々と介護給付費を減額するために、あるいは介護

予防のために施策してきたということは、よく理解できます。しかしながら、

現実的にこういう状況になっているわけでございます。国保も同じでござい

ますけれども、この介護保険事業にしても、被保険者であります我々、受益

者がですね、親方日の丸的な意識を持っていたら大変だと思うんですよ。も

ちろん、自分らは保険料を払っているんですけれども、それ以上の給付を

受けていく。それは、親方日の丸でいくらでも出るというような意識があれば

大変だと思います。いつかは自分達もお世話になる保険だと思いますが、

少しでも給付費の削減に知恵を絞らなければいけない、そう思います。そう

しなければ、結局また、これが年々要って、最終的には破綻するのではな

いかという考えを持っております。そこで１つ提案といいますか、お聞きした



- 17 -

いんですが、県も交えてですね、少しでもよい保険制度といいますか、基金

がなければ使えないということではなくて、フォローできるような、一般会計

からの支援もできるような、また、何かそれ以上に給付費を落とせるような、

経費をね。よい保険制度に改善するように、受益者も、保険者も含めてです

ね、どうでしょう、一遍、こういうことを何かの形で互いに話し合いして、互い

に給付費の削減をしていこうというような、意識の変革をするような手立て

はできないでしょうか。お聞きしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

田島議員にお答えを致します。

今回ですね、大幅に引き上げることになりましたけれども、３年前のです

ね、改定時にも、同様のご質問もいただいております。その中で、ぎりぎり

の中で１００円だけをですね、前回は上げさせていただきましたが、前回も

ですね、基金が底を突くという状況も当然、想定をしていたわけでございま

すが、できるだけ保険料は引き上げないということで、前回も保留、取り下

げをしたらどうなというようなご意見もいただいておりますけれども、１００円

だけを上げさせていただいたと。このときにですね、何とか一般会計からの

補填といいますか、そういうようなことができないかということで、５００万円

の一般会計からの繰入を多めにですね、予算化をしておりましたが、これ

は県の指導によりまして、そういう制度はまかり成らんということで、国保会

計のように、ずるずると一般会計からの補填は厳しく制限するということの

ご指摘もいただいてきたところです。そういった、なかなか厳しいこの会計

の中で、国に対しましては、国庫負担率の引き上げをですね、高知県下だ

けでなく、全国の町村も要望してきたわけでございますが、逆に今回の改正

は、第１号被保険者につきましては、１パーセントの割り増しということにな

っております。今回の引き上げの中にも、国の制度の１パーセント引き上げ

分も追加されておりますので、なかなか厳しい保険料ということになってお

ります。こういったことを受けて、国の方もですね、２９年の４月からは、先ほ

ど課長の方からも説明ありましたように、軽減措置額を強化するということ

になっております。現在の０．４５というところですね、０．３、３割で済むとい

うようなことも提示があるわけでございますが、それ以前に、やはり国庫負

担率を引き上げていただくという方向で要望していきたいというふうに思っ
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ておりますので、新聞にも載っておりましたように、今回の改正で、ほとんど

の市町村の基金が底を突くというようなことも想定されておりますので、介

護保険制度自体がですね、もう破綻寸前というような状況になっておるとい

うことでございますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

他に質疑はありませんか。（自席より、なしと発言あり。）質疑なしと認め

ます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第１１号、東洋町介護保険条例の一部を改正することにつ

いての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第１２、議案第１２号、東洋町立保育所設置及び管理に関する条例

の一部を改正することについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第１２号、東洋町立保育所設置及び管理に関する条例の

一部を改正することについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第１３、議案第１３号、東洋町保健推進員を設置する条例を定めるこ

とについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

議案第１３号、東洋町保健推進員を設置する条例についてお聞きしたい

と思います。
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１つ目に、現在、担当職員さんからお聞きしますと、東洋町の検診率とい

いますか、それは１０パーセント台から３０パーセント台弱になっておりま

す。その低い検診率をどのようにして上げていくか。各種検診率をアップさ

せるために、１日７５００円で保健推進委員を４人採用の予定と聞いており

ます。これは、１つは介護予防にもつながるよい機会と思いますけれども、

少し疑問点についてお聞きしたいと思います。この推進員というのは、女性

の方にお願いするつもりでしょうか。それから、年齢制限といいますか、そ

れから、採用するときの資格といいますか、何か保健に関する有資格者と

いうことでしょうか、お聞きしたいと思います。そして最後に、推進委員活動

によって、各種検診率を何パーセントぐらいにアップさせると、事業目標とい

いますか、達成目標をお聞きしたいと思います。

それから２つ目に、これは大事なことだと思います。今までいろいろ、こう

いうことをやってきましたが、なかなか成果が上がっていない。というのは、

こういう保健推進委員さんが一生懸命、各家庭を回られて、そして、進めて

いく、その検診を進めていって、その場では分かりましたというのがあったと

しても、実際、受診しなければ意味がないわけであります。受診率向上のた

めには、受診者の高齢化対策として、例えば、甲浦とか白浜とかね、各地

区ごとに検診車が回っていって、そこで出張検診をしていただく。例えば、

役場の職員さんらが、レントゲンの検診車が庭に来てから、それぞれ休み

時間に検診をしていく、そういう形の何か移動的なものはできないか。また、

検診日当日の高齢者送迎も、この推進委員さんに何かお願いするというこ

とはできないかというお聞きです。考えがあればお聞きしたいと思います。

以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

光本孔士住民課長。

住民課長 （光本 孔士住民課長）

田島議員にお答えしたいと思います。２点、いただいたと思いますが、ま

とめてお答えしたいと思います。

保健推進員の報酬ですけれども、日額７２００円ということで挙げてありま

した。それでですね、４名以内で委嘱を予定しております。

まず、病気にならないこと、あるいは病気の早期発見、早期治療を実践

することが、医療や介護の給付費の適正化を進めること、あるいは本人も

不必要な苦痛とか、経済的なものも回避できるということで求められておる
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わけですけれども、そのために、がん検診とか、健康診査等の受診を一層、

進める必要があるわけです。ただ、乳がんとか、子宮がんといった女性の

みの検診もあるため、基本的には女性の推進委員を考えております。ま

た、資格などについては、特に設けてはおりません。

次に、特定検診の受診率の話もいただきましたけれども、平成２５年度実

績では、３０．７パーセントとなっております。制度が開始されました平成２０

年度実績からは、およそ１０パーセントほど向上しております。また、胸部、

胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん検診の受診率についてもですね、５

年ぐらい前と比べましたら、それぞれ３パーセントから５パーセント程度は上

昇をしております。次に、検診、受診量を上げるためということになります

と、検診、受診料金の無料化、それと、検診の待ち時間の短縮策、土、日等

の検診の追加、送迎バスの運行などの対策を講じてきて、それなりに上が

ってきたものであるというように考えております。今回、初年度としまして

は、各検診の受診率においてですね、対前年で、２から３パーセント程度は

向上を目指したいと考えておるところです。なお、各地区で行うような検診

につきましては、検診委託機関の日程や医師あるいは技師の数、スタッフ

の問題ですね、そういう問題もあり、東洋町だけの思いで検診機会を増や

すということはできないということが実情ですので、ご理解をいただきたいと

思います。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

何点かお聞きしておきます。

私が高齢者送迎ということを言ったのは、家へ行っての送迎ということで

あったのですが、もし、そういうことの考えがあればお聞きしたいと思いま

す。

それから、各がん検診の３０．７パーセントというのは、私が１つ提示した

のはがん検診関係のものでございました。それは説明しておきます。これは

ただ、一番心配しているのは、今までの行政のデータ収集の事業は、ほと

んど収集して、それで終わってしまっているということが多かったわけであり

ます。かけ声倒れに終わらないようにという心配をしておるわけでございま

すが、この検診の受診者推進だけでなく、その中で、各家庭へ行って、その

当事者の高齢者の方やら、体調の悪い方なんかについて、健康的な相談と
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か、指導とか、指示とか、それから、いろいろなことを血圧、測定まではでき

んのか。介護予防やら、保健衛生等について話ができるというような方を雇

っていただいて、そういうことも進めていったら、うちは、東洋町の介護予防

あるいは健康推進に役立つのではないか、考えがあればお聞きしたいと思

います。以上で終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

光本住民課長。

住民課長 （光本 孔士住民課長）

再問にお答えしたいと思います。

送迎の件につきましては、田島議員が言われるように、全員というわけに

はいきませんけれども、できればいいわけですけれども、職員というか、対

応する者にも数に限りがありますので、現在どおりですね、ある一点へ集合

していただいて、送迎をしていきたいというふうに考えております。

それからあと、保健指導的なことも言われましたけれども、確かに今まで

は、駐在保健婦制度というのがあったときには、各公民館とか集会所で、そ

の当時の駐在保健婦、今、保健師ですけれども、保健指導的なこともやっ

ておりました。それらについてはですね、今回、１人体制から２人体制の保

健師になるようになっておりますので、検討を十分、加えていきたいと思い

ます。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

他に質疑はありませんか。（自席より、なしと発言あり。）質疑なしと認め

ます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第１３号、東洋町保健推進員を設置する条例を定めること

についての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第１４、議案第１４号、地方自治法第２０３条の２の規定による職員

の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部を改正することにつ
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いての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第１４号、地方自治法第２０３条の２の規定による職員の

報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部を改正することについ

ての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第１５、議案第１５号、平成２６年度東洋町一般会計補正予算第４号

を定めることについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

一般会計補正予算について、何点か質疑させていただきます。

１つ目でございます。旧生見農協土地購入費１６３万円についてお聞きし

たいと思います。聞くところによりますと、購入予定地の一部に東洋町の消

防ポンプ車保管倉庫があるために、農協売り出し地約５３坪を坪３万円で購

入すると聞いております。取り壊し費用などを計算すると、坪５万円ぐらいに

なるのではないかと自分なりに考えておりますが、この土地は、震災、津波

で５メートル浸水の予測が出ております。町は現在、他の使用目的、これ

は、もちろんポンプ車倉庫というのは大事でございます。しかしながら、この

残りの土地については現在、使用目的は持っていないと、こう聞いておりま

すので、お聞きしますが、町は現在、他の使用目的はないが、ポンプ車倉

庫として必要と説明しておりますが、津波対策として、ポンプ車倉庫の高台

移転が喫緊の課題になっておると思います。これは全国的です。高知県だ

けでなくて。その中で、あえて浸水地にポンプ車倉庫を確保するということ

は購入理由にならないと、こう考えております。ポンプ車倉庫は高台移転す

ることにして、浸水域の土地購入は再度、検討すべきではないか。この土

地は民間資本に購入していただいて、地域振興への活用を委ねようではな

いかというのが、私の質問主旨でございます。よろしくお願いします。
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議長 （今宮 裕明議長）

大坂副町長。

副町長 （大坂 哲也副町長）

田島議員の質疑にお答えを致します。

土地購入費１６３万円でございますが、購入の土地につきましては、ＪＡ

土佐あき農協所有の旧生見農協支所の跡地と建物でございます。面積に

つきましては、１７９．５９平米、約５４．３３坪であります。ご指摘のように、

建物の西側にはですね、生見地区に配備しております消防ポンプ積載車の

車庫として、ＪＡ土佐あき農協から借地を致しております。今年に入りまし

て、ＪＡ土佐あき農協の理事を通じてですね、町に購入して欲しいとの話が

ありました。町としましても、車庫として借地をしている関係もあることから、

前向きに購入を検討してきた結果、価格等の条件が合ったため、今回、購

入代金としての予算を計上させていただきました。坪単価３万、総額で約１

６３万ということになります。田島議員のご指摘がありましたように、最終的

には議員が言われるように、全てそういうことにしていかなければならない

というふうに思っておりますけれども、現時点では、消防団員が効率よく、ま

た効果的に活動するとなると、利便性等を考えたらですね、今の場所での

車庫確保というのがベストではないかというふうに考えております。以上で

す。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

副町長に１、２点お聞きしたいと思います。

そういう説明を受けましたが、では、空地ができます。老朽住宅でござい

ますので、なるべく早く取り壊さなければならないと思いますが、取り壊した

跡地はどのように管理されるんでしょうか。目的はないと聞いております

が。虎印のロープを張って、生見地区の方に委託するということになるのか

どうか分かりませんが、管理についてはどのように考えておられるでしょう

か。それから、これはもちろん、いつまでもポンプ車をそこに置くというわけ

にはいきませんが、そういうことも踏まえて、管理のことやら、安全性のこと

やら考えたときにですね、町がそうするよりも、まず、民間の企業力という

か、何を委ねてですね、生見地区の、何かそこで商売していただくとか、あ
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るいは経済的な事業をしていただくとかいうような、そういう方に委ねた方

が地区のためにも、町のためにもよいのではないか。そして、ポンプ車につ

いては、できれば、なるべく早く移動していくと。こういうことをお願いしたい

と思いますが、考えがあればお聞きしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

大坂副町長。

副町長 （大坂 哲也副町長）

再問にお答えをします。

議員の方からはですね、危機感がないと叱られるかもしれませんが、現

時点での対応ということでご理解をいただきたいというふうに思います。そし

て、建物についてはですね、すぐには取り壊さないで、そのまま置いておく

ということのご理解をお願いします。将来的につきましては、土地の有効活

用等についても考えていかなければならないというふうには思っておりま

す。しかし、現時点ではですね、具体的な活用方法は持ち合わせておりま

せんので、ご理解よろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

１つ、どうでしょうか。そのまま壊さないというのであれば、サーファーと

か、そういう方に活用していただくというような形の施設はできないでしょう

か。いきなり、こういう質問してもなかなか返事はできんと思いますが、あそ

こで何か集会とまではいいませんが、サーファーの方がくつろげるような、

何かサーファー関係の施設を一遍、検討をしていただけないか。あればお

聞きしたい。なければ、また検討していただきたい。よろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

お答え致します。

今回はですね、急な話だったということもございまして、急遽、予算化した
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ということで、先ほど副町長が答弁したとおりですね、今後のことは未定で

す、はっきり申し上げまして。ご指摘のご提言につきましてはですね、未定

は未定ですので、サーファーとか、そういったことに限らずですね、民間の

方、地元の方の何かの活用方策があればですね、検討していきたいという

ふうに思っておりますので、現時点では白紙でございますので、よろしくお

願いしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

２つ目の質疑をさせていただきます。

東洋町総合戦略策定委員という方の報償費として１５万円が計上されて

おりますが、この目的、内容をお聞きしたいと思います、活動内容ですね。

それから、どのような人を何人予定しているのか、以上、２点お聞きしたいと

思います。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

お答え致します。

総合戦略策定委員１５万円の目的、内容ということでございますが、当

然、東洋町版の総合戦略も策定をしていかなければなりません。県も当然、

策定しなければなりませんので、県版の総合戦略との方向性でありますと

か、国からの情報についても収集を致しまして、本町の特殊性も勘案しなが

ら、具体的施策との整合性を図っていくという必要があるというふうに考え

ております。当然ですね、県職員からの指導や協議も必要となってくるわけ

でございます。また、そういうふうに予定もしているところでございます。この

中ではですね、県の産業振興計画との方向性も同一方向で、その方針を確

認していくというようなことも、県の方からはご提言いただいているところで

ございます。総合戦略というのはですね、義務づけではないということでは

ございますけれども、東洋町版のものを作成しなければならないというふう

に考えております。現時点ではですね、まず、たたき台をですね、庁舎内の

若手職員により作成をしていただきたいというふうに考えております。今の



- 26 -

ところ、委託であるとかですね、外注するというようなことは考えておりませ

ん。他市町村では、外注をするというようなことも聞いておりますけれども、

できるだけ職員でたたき台を作っていただきたいということで、その後にで

すね、策定委員会というものを作って、たたき台に基づいて修正や肉付けも

あろうかと思います。いろいろな意見を、柔軟に反映していければいいかな

というふうに思っております。時期的なこともございますので、まだ具体的人

選もしていない段階でございます。職員以外で１０名程度を想定しての予算

計上でございます。以上でございます。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

今、町長の方から、そういう説明がありました。

職員が１０名で県の事業を受けて、戦略計画を受けて、町がどのようにし

ていくか。そして、そこでたたき台を作って、新たに策定委員会を作ってい

く、こういう説明を受けました。どちらにしましても、一番、今まで言ってき

た、自分の考えとして言ってきたのは、職員さんが中心になってたたき台を

作る、策定委員会については職員さん以外の１０人と、こういうことになりま

したが、メンバーは分かりません。しかしながら、どちらにしても、言い方は、

ちょっとごめんなさい、語弊があるかも分かりませんが、官制のですね、町

行政の主体になったような計画策定でなくて、もちろん議会も入れていただ

きたい。それから、住民さんからもいろいろなアイデア等もあると思います。

そういう方のアイデアや意見や提案をすくい上げて、反映させていくという

仕組みに変えていただきたい。これから組むんですから、そういう仕組みも

取り入れていただきたい。石破大臣もこの間、高知に来たときに、それぞれ

の自治体がそれぞれの地域にあった独自の振興策を策定し、それに対して

国が支援すると、こういう説明がありました。だから、そういうことであれば、

東洋町として独自の戦略案の計画を立てなければならない。そのために

は、２８００人の全住民が一丸となった、東洋町を挙げた戦略にしなければ

いけないというのは、私の持論でございます。そういうことも踏まえて、小学

生や中学生なども含めた幅広い層から、全町を挙げてアイデアを募集した

らどうか。大人の考えの及ばないような思わぬ案も出るものであります。そ

の優れた提案に対しては、何か報償的なものを出してでもですね、案を募

集したらどうか。そして、町内がひとつになって、大きな町興しのうねりにつ
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ながると、そういう施策にしていただきたいが、町長のお考えを聞きたいと

思います。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

お答え致します。

田島議員のそのようなご提言もですね、１つの方策であるというふうに思

っております。若手職員の中でですね、たたき台を作る段階で、どういうよう

な意見の集約が必要かというようなことも議論していただければいいかなと

思っております。先ほどの小学生からですね、というようなことも含めて、意

見の集約を図っていくということが大事だというふうに思っております。それ

から、昨年からですね、一応、前段としまして、全職員からの意見募集も実

施をしてきたところでございます。この中で、少子化対策でありますとか、子

育て世帯への教育費支援策というようなことも、職員からの意見の中にもあ

ったわけでございます。そういった流れの中で、すぐ対応できるものにつき

ましては、今回の創生先行型の予算で計上をさせていただいております。こ

の創生の先行型につきましては、あくまでもソフト事業でないといけないと、

公共事業は駄目だということでございますので、今回の子育て世帯への支

援策でありますとか、そういったことに、総合戦略の中に位置づけていきた

いという思いもございまして、今回の補正予算あるいは当初予算の中に分

けて計上させていただいております。ご提言の件につきましては、また今

後、検討していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

今の質疑に対しては、よろしくお願い申し上げます。

３つ目の質疑をさせていただきます。町商工持続発展支援事業補助金と

して７５０万円が計上されております。これは、ここに載せられておる項目、

これは担当職員から４項目についてお聞きしましたが、一々、詳しくお聞き

しましたが、こういうことは、今までうちは、商工会本部の方に何回も提案し
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てきましたが、やっと腰を上げてくれると、そういう感じがして喜んでおりま

す。商工商店経営者及び商工会が行う４つの事業に計７５０万円補助して、

原則、単年度事業とありますが、本日、可決しても、２６年度終了まで１０日

しかありません。確かに繰越明許の届けは出ておりますけれども、実は、２

７年度にも同様事業と金額が計上されているわけであります。そこで疑問点

をお聞きしますが、つまり、２７年度に１５００万円合計してですね、それがこ

の事業につぎ込むということでしょうか。そして、それは２７年度に完了させ

ると、こういうことであれば、４項目についても、少しニュアンスが違ってく

る。４つの事業内容についても、７５０万円と１５００万円とであれば、だいぶ

状況は違ってくるんですが、そのところの説明をお聞きしたいと思います。

それからまた、この計画案はどこが、行政が回したものか、あるいは商工

会、あるいは両方がタイアップしたものか、そこのところをお聞きしたいと思

います。

それから、２つ目の質疑をさせてもらいます。商店などの従業員の給料を

アップする費用として、事業者や商工会が雇用の安定確保のための補助金

２００万円が計上されております。要するに４００万円になるということ、倍に

なれば。一応、補正ですから２００万円でお聞きしますが、商店などの従業

員の給料をどれぐらい増額補助する考えか。給料等はですね、一度上げた

ら下げることはできないと思います。継続してずっとこれからやっていかな

ければ、そのあとのフォローは事業者が払い出さなければいけないというこ

とになりますが、そういうことも考えておられるでしょうか。何人ぐらいを対象

として、どれぐらいの金額を予定しておるのか、お聞きしたいと思います。そ

れから、商工と言われるんですから、商工業の業は除きましたが、商工会と

いうことであれば、大工や工員さんらも含まれると思います。加入、未加入

は別として。その工の分野の従業員のことが載っておられませんが、そうい

う方の日当などは、この補助の中に入るんでしょうか、お聞きしたいと思い

ます。また、従業員給料を上げることが雇用安定につながるのかという心配

もしております。それなら、ちょっと離れますが、臨時職員さんや、商店以外

の従業員の日当アップにも費用を充てていただきたい。充ててあげて欲し

いと。商工関係の人と含めてですね、そういう考えを持っております。そうい

うところをお聞きしたいと思います。

それから、３つ目の共同連携事業として３００万円が計上されておりま

す。これは聞いたら、共同仕入れなどするのかなというたら、そうでもなく

て、何かその商店同士の、あるいは商工会の中での連携事業、連携活動と

いいますか、そういうものに使うと、こうお聞きしましたが、具体的にはどの
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ような事業を行うのか、ちょっとご説明をお願いしたいと思います。

それから４つ目に、買い物弱者を救済するために２００万円計上して、移

動販売を行うと、こう説明を受けました。計画案の趣旨には、私は大賛成で

す。野根奥三地域だけでなく、甲浦地区においても、買い物になかなか行

けない体の悪い方がいくらでもおります。そういう人のことを考えれば、これ

は、私は大賛成ですが、ところが、その移動販売ということにちょっと心配し

ております。保冷車を使っての移動販売か、そうなったら車を買わなければ

いけない。それをお聞きしたい。それから、特別なグループとか、事業者に

委託するものか、町が行うものか、あるいは商工会が行うものか、そこのと

ころをお聞かせ願いたいと思います。そして、移動販売と言われましたが、

ただそれだけ聞いております。車での販売なのか、他に何かよい方法があ

るのか分かりませんが、移動販売についてどのようなやり方があるのかお

聞きしたいと思います。それから、商品の仕入れもあります。残ったときの

対処の仕方もありますが、そういうことはどのように考えておられるのでしょ

うか。移動販売について具体的にお聞きしたいと思います。以上、４点、質

疑致します。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

お答え致します。

行政報告でもですね、若干、触れておりますけれども、今回の補正予算

と当初予算は一体化した予算編成としております。繰越を前提としての７５

０万円と、当初予算の７５０万円と合わせまして、予算総額は１５００万円と

いうふうに、合計予算の枠内で、２７年度中に執行していきたいというふうに

考えております。なぜ、２つに分けたのかと申しますと、創生の先行型交付

金ですね、これを一部、充当しているということでございまして、この部分に

つきましては、補正予算対応ということになっておりますので、補正予算に

半分を計上して創生の先行型予算ということで、当初予算に半分というふう

な予算編成と致しております。内容的にはですね、昨年、策定致しました活

性化プランと同様なものでございますが、この件につきましては、この案と

いいますか、こういったことにつきましては、地区懇談会の中でも意見がご

ざいました。そういったことも参考に致しまして、小規模事業者である商店

経営維持対策の１つと致しましてですね、私自身が策定を致しております。
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活性化プランの商工版として、別枠の制度として創設をして、疲弊する地域

の実態対策と致しまして、今後の町版の総合戦略の中にも位置づけていき

たいなというふうに考えておりますので、最低でも５年間の財源確保につな

げていきたいというふうに考えております。

２番以降の補助額といいますか、これはですね、限度額のことでございま

して、限度額を２００万でありますとか、３００万というふうに規定をしており

ます。できるだけですね、小さな事業でも対象として拾い上げていきたいと

いう考えからでございます。処遇の改善はですね、策といいますのは、例え

ば現在、町の職員は時給で直しますと９２５円ぐらいになるんですかね、９３

０円ぐらいになると思います。現在、聞くところによりますと、民間従業員の

パートがですね、時給８００円というようなこともお聞きしておりますので、こ

れを例えば１千円に改善することによりまして、その差額ですね、２００円、

これを年間の分として８割まで助成をすればですね、経営者の自己負担分

が２割は必要でございますけれども、事業主の判断で自主的な計画に少し

でも支援をしていきたいという思いから作っております。あくまでも町がです

ね、強制的にするものではございませんので、経営者の判断に基づくという

ことで、商工会を通じてですね、そのような計画案を出していただければな

というふうに思っております。少しでも商店経営を維持していくことにつなげ

ていければいいかなというふうに思っております。このような町改善対策と

いいますか、こういったことは、国の制度の中にもあるわけでございます。

そういったことも含めて商工会もですね、国の制度を活用するとか、町単の

今回のものも活用するとか、そういったことにやっていただければありがた

いかなというふうに思っております。国の制度を利用する場合には、なかな

かいろんな条件とかですね、難しい部分も出てくると思いますので、町単独

事業で運用を緩やかにすることによってですね、１つのきっかけになればと

いうふうに考えております。処遇改善は今のところですね、商店の経営だけ

に限定したいと思っております。大工さんとか、左官さんの方につきまして

は、主体的に取り組むための設備の改善でありますとか、そういったことに

は対象にしていきたいというふうに考えております。なお、事業効果の検証

が分かる計画を出していただきたいというふうに思っております。

それから、３番目、４番目もですね、１事業の限度額を設定しているところ

でございまして、販路の拡大策につながるようなですね、自主的な取組によ

って計画が出てきましたら支援していくというために設けております。という

ことでございますので、まだですね、できたばかりで、これからＰＲもしてい

かないといけませんけれども、具体的な取組ということは、今のところは聞
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いておりません。商工会の内部の中でも１つのきっかけ作りとしてですね、

大いに議論をしていただきたいと、活用策を議論していただきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

今、町長の方から、商業に絞ってという説明がありました。うちはやはり、

もちろん商工業という中で、商業はもちろんですが、工の方の衰退といいま

すか、それも非常に大きいものがある、こう考えております。そういうことに

も今後、また日を当てていただきたい、そう提案しておきたいと思います。何

点かお聞きしますが、原則、単年度ということで、今回は初期ということであ

りましょうが、繰越も含めて１５００万、次の５年間継続するという中には、こ

れは費用的には、もちろん１回やってみて、それから経過を見なければいけ

ないと思いますが、これはやはり、そういうぐらいの金額を予定しておるの

か、これはまだちょっと分かりませんね。もし、分かっておればお聞きした

い、どれぐらいの費用で東洋町の商業を再建させるのか、町長の意気込み

ですね、それをお聞きしたいと思います。

それからもう１点、これは説明が分からなかったのでお聞きしますが、こ

の買い物弱者の移動販売ということはやられるんですか。移動販売となれ

ば車が要ります。私は前にも、各商店を回ってお願いしたことがあるんです

が、買い物弱者から電話で注文をいただいて、それを宅配すると。何軒か

のお店はやっておられるようでございますが、どういうことの方が経費的、コ

スト的、またいろんな面で、例えば、移動販売で車を買ってとなれば、一定

の商業者に任すことになるおそれがありますが、電話による注文等であれ

ば、各商店にそれぞれ注文があると思うんですよ。それを移動販売の人に

配達してもらうと、時間決めても構わないと思いますが。注文があればその

人に全部、積んでもらって、各家庭を。そうなれば、野根奥三地域だけでな

く、町の弱者の方にいけると思うんですが、これ１点だけお聞きして質疑を

終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。
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町長 （松延 宏幸町長）

田島議員にお答えを致します。

今回はですね、商店の維持ということを１つの目的としております。この

ままでいけば、旧野根町が１軒だけの店に、この店がなくなったらどう思う

でっていうような、地区懇談会からの意見から、いろいろと考えてのことでご

ざいまして、自主的に取り組むということを主体と考えておりますので、例え

ば、先ほどの移動販売につきましても、そういうことに取り組みたいという方

がおればですね、また議論をしていくと。例えば、限度額の中で、２００万あ

るいは３００万の中で、当然、車が必要といえば、その範囲の中で８割では

ございますけれども、あとの２割は本人のやる気を感じさせていただくという

意味合いでの８０パーセントということにしております。あくまでも、これは自

主的にですね、自らが考えていただいて、こういうことに取り組むということ

の計画がなければ、なかなか補助金を出せないわけでございまして、計画

があるから全部、出すというようなことにはならないわけでございます。当

然、こういった計画も、執行もですね、実現性も含めまして、自己責任が原

則でございます。町任せのですね、実施計画では当然に、なかなか採択は

難しいというふうにも思うわけでございますが、こういったことを１つのきっ

かけとして、商工会なり、商店主がですね、共同でこういったことに取り組ま

なければ維持できていかんという危機感を持っていただきたいと。そういっ

たことに対しての取組については、町もできるだけ支援していきたいという

ふうに考えておりますので、できれば、この事業費につきましても、倍増に

なっていくぐらいのことがあれば、一番ありがたいかなというふうに思ってお

ります。とにかく維持をしていくということが、今後ですね、総合戦略の中に

も、地方創生の大きなテーマになってくるというふうにも考えておりますの

で、できるだけ、いろんな意見がいただければありがたいかなというふうに

思っております。今回も、この１つの補助制度がですね、きっかけ作りにな

ればいいかなというふうに思っておりますので、今後ともご指導のほどよろ

しくお願いしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

町長の答弁いただきました。

そこで、もう１つだけ確認させていただきたいと思います。移動販売にこ
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だわりますけれども、確かにそれは商工会の、野根地区であれば野根地区

の、そういう事業者の自由意志といいますか、自立といいますか、そういう

ことによって任すということでございますが、私が言ってきたのは、東洋町の

買い物弱者という方に対する、全体のそういう方に対するフォローやと、こう

思っておったもんで、そういう質問をさせてもらいました。それで今、町長の

方から、そういうことでなくて、希望者というか、やる気のある方のという対

応ということがありましたが、どうでしょう、これは町長、町からはこういうお

金が出るんですから、町単独から独自の事業でございます。融通性を利か

せたいと今、言いましたが、一応、こういう案が出ておりますが、できれば、

私の言ったように、全東洋町内の買い物弱者に対する支援ということで、移

動販売でなくてですね、宅配を何かの形で検討をしていただけないか。これ

は、町と商工会ともう一度、ゆっくりと協議していただけないかというお願い

を込めた質疑でございます。よろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

現在ですね、買い物弱者対策ということは、あったかふれあいセンター事

業の中でも若干ですが、取り組んでおります。そういったことも含めて、今回

はですね、民間の方のやり方といいますか、やる気のある方を引き出して

いくということが１つの目的でもございます。そういった中でですね、そういっ

た方がなかなか出てこない場合については、何らかの形でですね、活性化

策の１つとして、町があったかふれあいセンターのことも含めて、総合的に

判断していかないかんかなというふうに思っておりますが、できれば商工会

の方々がですね、こういったことに関心を持っていただいて、町から補助金

を引き出すぐらいのですね、意気込みを期待しているところでございます。

ご理解のほどよろしくお願い致します。

議長 （今宮 裕明議長）

ここで休憩を致します。再開は１０時４０分でお願いします。

（休憩時間：１０時３０分）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

（再開時間：１０時４０分）
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他に質疑はありませんか。７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

４番目の質疑に入らせていただきます。

児童、生徒、学生入学支援事業補助金１１４０万円についてお聞きしたい

と思います。

この計上標題を見ますと、入学支援と、こうなっております。入学となれ

ば、例えば、小学生であれば、今年、入学した何人かの方、中学において

は、小学６年生から今度、入学された方と、こういうことになりますが、それ

でよろしいでしょうか。それで人数はどれぐらいになるのかお聞きしたいと思

います。それから、学生ということになっておりますが、学生の内容につい

てお聞きしたい。高校入学なのか、あるいは大学入学なのか、それも引っく

るめているのかお聞きしたいと思います。その上で、この支援内容とそれぞ

れの金額をお聞きしたいと思います。

それから２つ目に、原則、単年度と言われておりました。これは今年限り

の施策か、それから、恒久的に、今年は、現年度予算額は単年度ということ

であって、これは継続してやっていく事業なのか、考えを聞きたいと思いま

す。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

奈良﨑教育長。

教育長 （奈良﨑 幸一教育長）

田島議員の質疑にお答え致します。

４番目の児童、生徒、学生入学支援事業補助金の１１４０万円について

でございます。２つの質問でございましたが関連がありますので、一括でお

答え致します。小中学校につきましては、東洋町立の小中学校に新入学し

た児童、生徒または特別支援学校の小学部及び中学部に新入学した児

童、生徒の保護者に支給するものです。学生につきましては、東洋町立中

学校を卒業し、学校教育法に定める高等学校、中等教育学校、特別支援学

校、高等専門学校、専修学校及び大学校に新入学した者の保護者に子育

て支援の一環として、子ども、子育て世帯の負担軽減を図るため、入学支

援金を支給するものでございます。支給額は、小学校入学予定者１８人、１

人当たり１０万円で計１８０万円、中学校入学予定者が２２人、１人当たり支
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給額１０万円で計２２０万円、高等学校入学予定者が２０人、１人当たり支

給額が１０万円で計２００万円でございます。専修学校及び大学校予定者

が２７人で、１人当たりの支給額が２０万円で計５４０万円、合計で１１４０万

円を計上しております。また、今回の入学支援事業は、地方創生事業の一

環として取り組みますので、５年ぐらいは実施したいと考えております。以上

でございます。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

説明を受けました。

私は、こういうことは非常に大事なことやと思っております。教育というの

は非常に大事で、ただ、１つちょっと疑問といいますか、お聞きしたいのは、

大概、こういう支援事業については、経済的な格差といいますか、所得のあ

れによって差をつけるというのは多いんですが、今回は一律ということでご

ざいます。それはそれでいいと思いますが、ただ、１つだけお聞きしておき

ますが、これは保護者に回されて助成されて、この生徒さんの学校関係の

費用だけにしか使ったらいけないものか、あるいは何にでも使っても構わん

もんでしょうか。それは中へ入ってしまったら分かりませんよ。これは、この

中でどんぶりになるからね。縛りがあればお聞きしたい、なければ結構で

す。それで、これから５年間ということでございます。こういうことによって、

学業といいますか、教育の水準、水準は言い方が悪いですね。そういう何

かよくなっていったら嬉しいと思います。それ１点だけお聞きしたいと思いま

す。

議長 （今宮 裕明議長）

奈良﨑教育長。

教育長 （奈良﨑 幸一教育長）

田島議員の再問にお答え致します。

支援金の使い道は、私の考えではいろんな形で使えると思います。入学

時につきましては、いろんなものが必要になってきます。服が要ったり、学

生については交通費が要ったり、いろんなことに要りますので、それに使っ

ていただければ一番いいのかなと考えております。以上でございます。
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議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

５番目の質疑をさせていただきます。

空家改修工事関係費用として８４７万円を補正されております。これは、

今回、補正分を入れまして２６４７万５千円、これは聞きますと、３戸分と聞

いておりますが、その空家改修の事業が２７年度に繰越明許されておりま

す。そこでお聞きします。詳しいところまで、個人名までは結構でございま

す。地区名で構いませんが、場所はどこと、どこぐらいに予定しているの

か。あるいは借り手はついているのか。そして、町外から移住されてくる方

に特定して貸し出すものか、あるいは東洋町内で住宅に困窮している方、

全て対象にしているのか、そこのところをお聞きしたいと思います。

それから、今回、補正の町内空家の改修費用、本体事業ですね、６３２万

円計上して、それに対して２１５万円という設計監理委託費が出ております

が、このパーセントといいますか、設計監理委託に、非常に金額をおいてい

るが、このところを具体的に説明していただきたいと思います。設計も、監

理も町大工さんに請け負ってもらうということになれば、この費用は、これほ

ど要らないのではないかという考えを持っております。以上、２点、３点お聞

きしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

光本住民課長。

住民課長 （光本 孔士住民課長）

田島議員にお答え致します。

まずですね、空家活用事業について、対象は、ご存じのとおり３戸になり

ます。詳細を報告致しますと、白浜、浅宇津、別役の各１戸で、計３戸という

ことになります。それでですね、具体的な内訳が出ておりますが、その辺も

報告致しますけれども、先ほど議員が言われましたとおり、補正と合わせて

２６４７万５千円ですが、内訳としたら、白浜の物件が工事費として８４７万、

設計、施工監理費、通常、設監といいますが、１２７万の９７４万、浅宇津に

ある物件がですね、工事費が８６０万、設監が１２９万円の９８９万、次に、

別役の物件が工事費５９５万２千円、設監が８９万３千円の６８４万５千円と
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なっております。それと、借り手につきましては、現状ではまだ決まっており

ません。というのは、改修工事が完了したあとにですね、Ｕ・Ｊ・Ｉターンなど

の移住希望者を対象に公募を行い、入居者を決定するという手順になって

おります。その中で問いがありましたけれども、町内の住宅困窮者も含める

かといえば、含めるようになりますが、平成２６年４月から直近までの間に、

町外からの移住希望者からの問い合わせも、既に２２件きております。それ

とあと、この費用については、高知県居住支援協議会会員の一級建築士か

らですね、リフォーム案と概算工事費の提供を受けて作成しております。と

いうことで、補正の中の設計監理費用について、１戸分については２００某

は高くはないかというお話でしたけれども、合計で、補正合わせて２６４７万

５千円で、全３戸分のうちの全てが入っているということで、決して補正分で

設監が２１０いくらという話ではありません。

それと、この事業は、国庫補助金である社会資本整備総合交付金を利用

して行っておりまして、国の補助要件を満たす必要があります。つまり、耐

震診断を実施すること、そして、その耐震基準を満たしていない物件につい

ては、耐震改修を行うことが必須となっておりまして、そのために施工監理

についてはですね、そちらの資格を持つ者にお願いをするしかないというこ

とになります。ただ、改修工事につきましては、耐震改修の施工が実施可能

な業者でお願いするようになりますので、それは町内の業者であっても問

題はないと考えております。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

今、そういう説明を受けましたが、ちょっと金額的に疑問点がありますの

でお聞きしますが、２６４７万５千円が繰越されたと、総額ですね、その中か

ら２１５万という設計監理委託費を計上すると、こうなったら、白浜が１２７

万、別役は８９万、浅宇津は１２９万もの委託設計が掛かるとなれば、この

合計がですね、３４５万なんですよ。そうなったら、この金額は違うが、何や

ったらお聞かせ願いたいと思います。

それからまた、町内外に募集するということでありましたが、どうでしょう

か、町長も言われるように、人口増加を東洋町の１つの施策のですね、大

きなものに据えていきたいということでありますが、そういうことであれば、う

ちは、もちろん町内の困窮者対策も大事ですが、できれば町外の、できれ
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ば家族で移住してくれるような方を対象にですね、聞けば２０人て言いまし

たか、応募があるということですが、聞き合わせがあるということですので、

そういう方を対象にしてやったらいいのではないかという考えを持っていま

すが、課長、どうでしょう、これは。考えをお聞きしたい。そして、町内の方に

ついては、そういう改修目的でなくても、貸してくれる方を募って、少額の軽

微な改修であれば町の補助金を使ってですね、改修して、２５万でしたか、

出ます、あの補助金を使って、町内の方には貸家を提供していくというよう

な考えも持っていただきたいが、その２点お聞かせ願いたいと思います。以

上です。

議長 （今宮 裕明議長）

光本住民課長。

住民課長 （光本 孔士住民課長）

再問にお答え致します。

まず、金額的なものですけれども、先ほども言いましたとおり、２６４７万５

千円が３戸分改修に掛かる経費ということで、当然、その中に含まれており

まして、設計監理の設監分につきましては、それぞれ１２７万円、１２９万

円、８９万３千円ということで、繰り返しになりますが、２１７万というのは、決

して１戸の分ではないと、合計して考えていただきたいと思います。それと

ですね、募集に関して問われましたけれども、先ほど町外からの問い合わ

せ件数が２２件ということをお答えしましたけれども、当然、こちらの方に主

眼を置いております。町外に対して移住者を募るということです。町内につ

きましては、先ほど議員も言われましたように、２５万の改修費用の助成を

しておりますし、また、そういう方もいらっしゃるのが、そこそこ数があります

ので、そちらの方で対応したいというふうに考えております。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

金額については、また、のちほどお聞きしたいと思います。

それから、先ほど説明を受けました町外の方も含めて、うちは特定してい

ただきたいというのは、結局ですね、この制度が先に完了してから募集しな

ければいけないという規定があれば、これは仕方ありませんが、そうでなか
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ったら、募集をして、そして、よそから来た方を１人になるか、家族になるか

分かりませんが、その物件に案内して、そして、こういうようにしたいという

ような希望を入れたね、改修ができれば、ものすごい移住促進につながる

のではないか。子供さんでもおっていただいたら、学校の生徒さんも増える

し、人口も増える。できれば、この事業をもう一度、町長、どうでしょうか、こ

れは、町外移住者に限っての事業に変更はできないでしょうか。お聞きした

いと思います。

それから、この家主から家を借りますね、これは借るんですか、買い取る

んですか、そこのところを１つお聞きしたいです。町が買い取るものか、借る

ものか、買い取るものか。それから、前に一度お聞きしましたが、もう一度、

確認させてもらいたいと思います。家賃とか、家主さんにどういう形でお礼と

いいますか、フォローしていくのか、その仕組みについて分かっている範囲

で、ひとつ課長、よろしくお願いします。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

光本住民課長。

住民課長 （光本 孔士住民課長）

田島議員にお答えを致します。

まず、建物の所有者から町が借り上げます。借り上げる費用としまして

は、固定資産税相当額で借り上げます。つまり、固定資産税が実質掛から

ないという状況になるわけです、持ち主には。あとですね、借り上げ期間

は、だいたい１０年から１２年間は借り上げます。借り上げたあと、町の方

で、たぶん９００万前後になると思いますけれども一般的には。リフォームを

して、それを貸し付けるという形を取ります。持ち主の方に返すのはです

ね、基本的には１０年ないし１２年経ったあとに、もうそのままでお返しする

というような方向で計画しております。それとあと、前段の中でですね、物件

を見学させてとかという話でしたけれども、当然、補助事業でもありますし、

先に手掛けて、どんだけ目途があるとか、決定してから、戸数が確定してか

ら募集を掛けるというような仕組みしか取れないのかなと考えております。

以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

他に質疑はありませんか。７番、田島毅三夫君。
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７番議員 （田島 毅三夫議員）

私たちは議会で、産建委員会の方で徳島の美馬というのか、あちらの方

に視察に行ったときにね、借家に庭を付けて、畑を付けて貸し出して、もの

すごい評判がよかった、そこに定住するという方も増えてきたと、そういう状

況を見ていたもので、こういう質問をさせていただきました。またよろしくお

願いします。

最後に、６番目の質問をさせていただきます。大斗頭首工撤去に係る検

討委託業務費用２２０万２千円の削除についてということで、お聞きしたいと

思います。通告書では金額、間違っていました。失礼しました。訂正します。

検討業務委託だけで、これだけの費用を計上しながら、なぜ、中止になった

のかということを疑問に思っております。予算計上の過程で審査に問題が

なかったのか。本体工事ではなく、検討委託費用に２２０万というお金を計

上しましたが、その予算額の計上根拠と中止の理由をお聞きしたい。説明

を求めたいということでございます。何か特別な調査をするということであれ

ば、そうですけれども、検討する段階で、１人１万円の参加者に払ったとし

ても２２０人役ということになりますが、あまりにも金額が大きすぎるので、

お聞きしたいと思います。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 田島議員の質疑にお答え致します。

経緯についてはですね、平成２４年３月に漁場管理野根川保全計画、こ

れは高知県漁業振興課が策定したものです。その内容を受けまして、平成

２５年度に野根川漁業協同組合から２箇所、魚道施設の改修の要望があり

ました。その内容を町と連名により、県へ陳情を致しております。県と協議

を進めていく中で、特に大斗地区の頭首工にある魚道施設について問題が

あるということでしたので、２５年度に県から紹介された専門業者に調査を

委託致しております。その結果、鮎が遡上できない場合は頭首工の撤去も

含め、魚道施設の大規模な改修が必要ということになりましたので、野根川

漁協と協議をする中で、予算の関係から、まずは簡易な方法で魚道に水が

のるように施工を致しております。中止となった理由ですが、鮎の遡上時期

は４月から５月にかけてとなりますので、２６年度に予算を取りまして、水中

カメラでの撮影を行いました。鮎の遡上が確認ができましたので、その後、
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野根川漁協と県とも協議をした結果、当面は現状の魚道施設を維持管理し

ながら様子を見るということとなりました。２６年度の当初予算で計上はして

いましたが、鮎の遡上ができたことがありましたので、大規模な魚道の改修

工事に伴う調査測量設計を、今回は削除することとなりました。以上です。

よろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

詳細について今、課長から説明いただきました。ある部分、納得しており

ます。ただ、こういう経費の計上においては可能性とかね、本当にこのぐら

いの費用が要るかというようなことはきちんと精査をして、あまりにも金額的

に多額やったもので疑問に思ったわけです。今後、こういうことは、はっきり

と査定をした上で、本当に必要な金額を出していただきたい。よろしくお願

いします。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

他に質疑はありませんか。（自席より、なしと発言あり。）質疑なしと認め

ます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第１５号、平成２６年度東洋町一般会計補正予算第４号を

定めることについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手多数（賛成７：反対１）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第１６、議案第１６号、平成２６年度東洋町国民健康保険事業特別

会計補正予算第３号を定めることについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第１６号、平成２６年度東洋町国民健康保険事業特別会
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計補正予算第３号を定めることについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第１７、議案第１７号、平成２６年度東洋町介護保険事業特別会計

補正予算第３号を定めることについての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第１７号、平成２６年度東洋町介護保険事業特別会計補

正予算第３号を定めることについての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第１８、議案第１８号、平成２７年度東洋町一般会計予算を定めるこ

とについての件を議題とします。

本案については、予算審査特別委員会に付託してありましたので、審査

結果について委員長の報告を求めます。小松予算審査特別委員長。

予算審査特 （小松 熈予算審査特別委員長）

別委員長 予算審査特別委員会より報告致します。

３月１２、１３日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２７年度

東洋町一般会計予算について審査を行いました。質疑の主な内容を報告し

ます。なお、質疑の詳細については報告書をご参照下さい。

まず、町税全体の滞納額については、町民税約１２００万円、固定資産税

約１４００万円、軽自動車税約１００万円であること。地方消費税交付金１千

万円の増額については、税率が１から１．７パーセントへ引き上げられたこ

と。社会保障・税番号制、いわゆるマイナンバー制度に係るシステムを新た

に導入すること。地域福祉バス運行費については、徳島バス及び東部交通

へ補助すること。町税強制徴収の差し押さえ物品については、ネットオーク

ションで一部、公売できたことの質疑、答弁がありました。

また、民生委員協議会補助金１２０万円については、前年度より５０万円
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増額し、他町村との足並みを揃えたこと。消費税増税に伴う臨時福祉給付

金については、６千円を高齢者の対象者へ給付すること。不妊治療支援費

については、不妊治療者への宿泊代、検査費及び通院旅費などを支援す

ること。鍋シ川改良工事については今後、堤防のかさ上げを行うこと。防災

整備については、２７年度で一旦、整備が完了し、今後は既存避難路の再

整備、また、新たに土地を確保できれば備蓄倉庫の整備を拡充させること

の質疑、答弁がありました。

最後に、スクールガードリーダーの役割、野根中学校体育館のアスベス

ト状況、災害復旧費の林道修繕について質疑、答弁がありました。

慎重に審査した結果、本案については賛成、小野、武山、高畠、西岡、平

山、福島委員の６名、反対、田島委員の１名により、賛成多数をもって原案

のとおり可とすることに決しました。

以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

以上で、予算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりました。

お諮りします。委員長に対する質疑については省略し、直ちに、討論を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。（自席より、異議なしと発言

あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第１８号、平成２７年度東洋町一般会計予算を定めること

についての件を挙手により採決します。

予算審査特別委員長の報告は原案を可とするものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めま

す。

挙手多数（賛成７：反対１）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第１９、議案第１９号、平成２７年度東洋町住宅新築資金等貸付事

業特別会計予算を定めることについての件を議題とします。

本案については、予算審査特別委員会に付託してありましたので、審査

結果について委員長の報告を求めます。小松予算審査特別委員長。

予算審査特 （小松 熈予算審査特別委員長）
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別委員長 予算審査特別委員会より報告致します。

３月１２、１３日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２７年度

東洋町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について審査を行いまし

た。質疑の主な内容を報告します。なお、質疑の詳細については報告書を

ご参照下さい。

今後の償還件数については、残り９９件であること。弁護士委託料につい

ては、差し押さえに対応した費用であることの質疑、答弁がありました。

慎重に審査した結果、本案については賛成、小野、武山、高畠、西岡、平

山、福島委員の６名、反対、田島委員の１名により、賛成多数をもって原案

のとおり可とすることに決しました。

以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

以上で、予算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりました。

お諮りします。委員長に対する質疑については省略し、直ちに、討論を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。（自席より、異議なしと発言

あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第１９号、平成２７年度東洋町住宅新築資金等貸付事業

特別会計予算を定めることについての件を挙手により採決します。

予算審査特別委員長の報告は原案を可とするものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めま

す。

挙手多数（賛成７：反対１）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２０、議案第２０号、平成２７年度東洋町国民健康保険事業特別

会計予算を定めることについての件を議題とします。

本案については、予算審査特別委員会に付託してありましたので、審査

結果について委員長の報告を求めます。小松予算審査特別委員長。

予算審査特 （小松 熈予算審査特別委員長）

別委員長 予算審査特別委員会より報告致します。

３月１２、１３日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２７年度
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東洋町国民健康保険事業特別会計予算について審査を行いました。質疑

の主な内容を報告します。なお、質疑の詳細については報告書をご参照下

さい。

滞納額については、全体で約５２００万円あること。また、徴収率につい

ては、現年８５．９パーセント、滞納１１．１パーセントであること。国保料を

抑制するための経費節減については、経費は最小限度で計上しているこ

と、また、一般会計からの繰入で対応しているので、保険料の影響はないこ

との質疑、答弁がありました。

慎重に審査した結果、本案については賛成、小野、武山、高畠、西岡、平

山、福島委員の６名、反対、田島委員の１名により、賛成多数をもって原案

のとおり可とすることに決しました。

以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

以上で、予算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりました。

お諮りします。委員長に対する質疑については省略し、直ちに、討論を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。（自席より、異議なしと発言

あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第２０号、平成２７年度東洋町国民健康保険事業特別会

計予算を定めることについての件を挙手により採決します。

予算審査特別委員長の報告は原案を可とするものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めま

す。

挙手多数（賛成７：反対１）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２１、議案第２１号、平成２７年度東洋町後期高齢者医療保険事

業特別会計予算を定めることについての件を議題とします。

本案については、予算審査特別委員会に付託してありましたので、審査

結果について委員長の報告を求めます。小松予算審査特別委員長。

予算審査特 （小松 熈予算審査特別委員長）

別委員長 予算審査特別委員会より報告致します。
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３月１２、１３日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２７年度

東洋町後期高齢者医療保険事業特別会計予算について審査を行いまし

た。

慎重に審査した結果、本案については賛成、小野、武山、高畠、西岡、平

山、福島委員の６名、反対、田島委員の１名により、賛成多数をもって原案

のとおり可とすることに決しました。

以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

以上で、予算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりました。

お諮りします。委員長に対する質疑については省略し、直ちに、討論を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。（自席より、異議なしと発言

あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第２１号、平成２７年度東洋町後期高齢者医療保険事業

特別会計予算を定めることについての件を挙手により採決します。

予算審査特別委員長の報告は原案を可とするものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めま

す。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２２、議案第２２号、平成２７年度東洋町介護保険事業特別会計

予算を定めることについての件を議題とします。

本案については、予算審査特別委員会に付託してありましたので、審査

結果について委員長の報告を求めます。小松予算審査特別委員長。

予算審査特 （小松 熈予算審査特別委員長）

別委員長 予算審査特別委員会より報告致します。

３月１２、１３日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２７年度

東洋町介護保険事業特別会計予算について審査を行いました。質疑の主

な内容を報告します。なお、質疑の詳細については報告書をご参照下さい。

今回、保険料改定に伴う詳細な説明を受け、保険料は課税、所得に応じ

１から９段階で設定し、１段階３６０６円、２段階５４０９円から９段階１万２２



- 47 -

６０円としていること。介護保険の不足分については、一般会計からの繰入

ができないこと。また、基金が底を突き、県から借り入れていることなどの理

由により、保険料を引き上げなければならないこと。その救済措置として、

保険制度とは別枠で、６５歳以上の方、全員に臨時給付金１万円を給付す

ること。保険制度の説明を住民に十分、果たすことの質疑、答弁がありまし

た。

慎重に審査した結果、本案については賛成、小野、武山、高畠、西岡、平

山、福島委員の６名、反対、田島委員の１名により、賛成多数をもって原案

のとおり可とすることに決しました。

以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

以上で、予算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりました。

お諮りします。委員長に対する質疑については省略し、直ちに、討論を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。（自席より、異議なしと発言

あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第２２号、平成２７年度東洋町介護保険事業特別会計予

算を定めることについての件を挙手により採決します。

予算審査特別委員長の報告は原案を可とするものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めま

す。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２３、議案第２３号、平成２７年度東洋町介護サービス事業特別会

計予算を定めることについての件を議題とします。

本案については、予算審査特別委員会に付託してありましたので、審査

結果について委員長の報告を求めます。小松予算審査特別委員長。

予算審査特 （小松 熈予算審査特別委員長）

別委員長 予算審査特別委員会より報告致します。

３月１２、１３日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２７年度

東洋町介護サービス事業特別会計予算について審査を行いました。
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慎重に審査した結果、本案については、賛成全員で原案のとおり可とす

ることに決しました。

以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

以上で、予算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりました。

お諮りします。委員長に対する質疑については省略し、直ちに、討論を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。（自席より、異議なしと発言

あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第２３号、平成２７年度東洋町介護サービス事業特別会計

予算を定めることについての件を挙手により採決します。

予算審査特別委員長の報告は原案を可とするものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めま

す。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２４、議案第２４号、平成２７年度東洋町下水道事業特別会計予

算を定めることについての件を議題とします。

本案については、予算審査特別委員会に付託してありましたので、審査

結果について委員長の報告を求めます。小松予算審査特別委員長。

予算審査特 （小松 熈予算審査特別委員長）

別委員長 予算審査特別委員会より報告致します。

３月１２、１３日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２７年度

東洋町下水道事業特別会計予算について審査を行いました。質疑の主な

内容を報告します。なお、質疑の詳細については報告書をご参照下さい。

長寿命化計画については、法定に基づいて策定すること。資本費平準化

債については、年度により償還額が高い場合があり、下水を利用する次世

代への負担軽減のために、新たに借り入れることの質疑、答弁がありまし

た。

慎重に審査した結果、本案については、賛成全員で原案のとおり可とす

ることに決しました。
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以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

以上で、予算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりました。

お諮りします。委員長に対する質疑については省略し、直ちに、討論を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。（自席より、異議なしと発言

あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第２４号、平成２７年度東洋町下水道事業特別会計予算を

定めることについての件を挙手により採決します。

予算審査特別委員長の報告は原案を可とするものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めま

す。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２５、議案第２５号、平成２７年度東洋町簡易水道事業特別会計

予算を定めることについての件を議題とします。

本案については、予算審査特別委員会に付託してありましたので、審査

結果について委員長の報告を求めます。小松予算審査特別委員長。

予算審査特 （小松 熈予算審査特別委員長）

別委員長 予算審査特別委員会より報告致します。

３月１２、１３日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２７年度

東洋町簡易水道事業特別会計予算について審査を行いました。質疑の主

な内容を報告します。なお、質疑の詳細については報告書をご参照下さい。

奥河内飲料水施設の世帯及び人数。緊急遮断弁については、経費節減

のための方策について質疑、答弁がありました。

慎重に審査した結果、本案については賛成、小野、武山、高畠、西岡、平

山、福島委員の６名、反対、田島委員の１名により、賛成多数をもって原案

のとおり可とすることに決しました。

以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）
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以上で、予算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりました。

お諮りします。委員長に対する質疑については省略し、直ちに、討論を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。（自席より、異議なしと発言

あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第２５号、平成２７年度東洋町簡易水道事業特別会計予

算を定めることについての件を挙手により採決します。

予算審査特別委員長の報告は原案を可とするものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めま

す。

挙手多数（賛成７：反対１）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２６、議案第２６号、平成２７年度東洋町観光施設事業特別会計

予算を定めることについての件を議題とします。

本案については、予算審査特別委員会に付託してありましたので、審査

結果について委員長の報告を求めます。小松予算審査特別委員長。

予算審査特 （小松 熈予算審査特別委員長）

別委員長 予算審査特別委員会より報告致します。

３月１２、１３日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２７年度

東洋町観光施設事業特別会計予算について審査を行いました。質疑の主

な内容を報告します。なお、質疑の詳細については報告書をご参照下さい。

温浴施設の有効活用策については、海の駅とタイアップするなどして運

営できるようなサービスの充実を図ることの質疑、答弁がありました。

慎重に審査した結果、本案については賛成、小野、武山、高畠、西岡、平

山、福島委員の６名、反対、田島委員の１名により、賛成多数をもって原案

のとおり可とすることに決しました。

以上で、予算審査特別委員会の報告を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

以上で、予算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりました。

お諮りします。委員長に対する質疑については省略し、直ちに、討論を行

いたいと思います。これにご異議ありませんか。（自席より、異議なしと発言
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あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第２６号、平成２７年度東洋町観光施設事業特別会計予

算を定めることについての件を挙手により採決します。

予算審査特別委員長の報告は原案を可とするものであります。

本案は委員長の報告のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めま

す。

挙手多数（賛成７：反対１）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２７、議案第２７号、安芸広域市町村圏事務組合規約の変更につ

いての件を議題とします。

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論はありませんか。（自席より、なしと発言

あり。）討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより、議案第２７号、安芸広域市町村圏事務組合規約の変更につい

ての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２８、発議第１号、東洋町議会委員会条例の一部を改正すること

についての件を議題とします。

提出者の説明を求めます。５番、武山裕一君。

５番議員 （武山 裕一議員）

発議第１号、東洋町議会委員会条例の一部を改正することについて、議

案を別紙のとおり、東洋町議会会議規則第１４条の規定により提出する。

本日提出であります。提出者は私、武山裕一です。賛成者は、平山、高畠、

西岡、小野、福島、小松、田島の各議員であります。趣旨説明を致します。

教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者、新教育長を置くことな

どを内容とする地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律と併せ、地方自治法第１２１条、長及び委員長等の出席義務が改
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正されたことから、本条例第１９条、出席説明の要求の内容を教育長へ改

正しようとするものです。なお、改正内容については、お手元に配布してお

りますので、ご参照下さい。

以上で、趣旨説明を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

提出者の説明が終わりましたので、ここでお諮りします。本件については

質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。（自席より、異議なしと発言あり。）異議なしと認めます。よっ

て、さよう決しました。

これより、発議第１号、東洋町議会委員会条例の一部を改正することに

ついての件を挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第２９、発議第２号、郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供す

る義務を全うできる株式処分のあり方の検討を求める意見書についての件

を議題とします。

提出者の説明を求めます。１番、福島登君。

１番議員 （福島 登議員）

発議第２号、郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供する義務を全

うできる株式処分のあり方の検討を求める意見書について、本議案を別案

のとおり、議会会議規則第１４条の規定により議会に提出する。本日提出

であります。提出者は私、福島登。賛成者は、小野、武山、高畠、今宮の各

議員であります。

本件は、東洋町議会に意見書採択の要請があり、総務教育民生常任委

員会に付託されたものであります。３月１３日に委員会を開催し、慎重に審

査した結果、採択すべきと決しましたので意見書を提出するものでありま

す。趣旨説明致します。

郵政事業とは、郵便のみならず、貯金、保険の三事業であり、三事業の

ユニバーサル・サービスの義務をしっかり果たすことが郵政民営化の目的

であります。日本郵政や金融二社の株式処分については、郵政民営化の

目的に反するものであってはならず、ユニバーサル・サービスを提供する義
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務を全うできる株式処分のあり方が検討されなければなりません。政府に

は次の事項につき、速やかに対策を講じるよう強く求める。

１、日本郵政株式会社及び金融二社の株式処分おいては、しっかりとし

た情報公開、説明責任、中期あるいは長期的な経営の見通しを示していく

こと。また、外国資本の支配権確立に対しての防止策、外資規制を講じるこ

と。

２ 、郵便と金融のユニバーサル・サービスを守る立場から、金融二社の

株式の処分については、凍結あるいは制限すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、内閣総理大臣他、議長、大臣

に意見書を提出するものであります。なお、意見書案については、お手元に

配布してありますので、ご参考いただき、ご審議をお願いします。

以上で、趣旨説明を終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

提出者の説明が終わりましたので、ここでお諮りします。本件については

質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。（自席より、異議なしと発言あり。）異議なしと認めます。よっ

て、さよう決しました。

これより、発議第２号、郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供する

義務を全うできる株式処分のあり方の検討を求める意見書についての件を

挙手により採決します。

本案は原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。

挙手全員（賛成８：反対０）であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。

日程第３０、閉会中の継続審査・調査の申し出についての件を議題としま

す。

お手元に配布してある申出書のとおり、各常任委員会委員長及び議会

運営委員会委員長から、閉会中の継続審査、調査の申し出がありました。

ここでお諮りします。それぞれの委員長からの申し出により、閉会中の継続

審査、調査に付することに、ご異議ありませんか。（自席より、異議なしと発

言あり。）異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

暫時、休憩します。再開は１３時１５分です。

（休憩時間：１１時４５分）
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昼食のため休憩。

休憩前に引き続き、会議を開きます。

（再開時間：１３時１５分）

日程第３１、一般質問を行います。

質問時間は、１人４０分以内、答弁時間も４０分以内とし、一問一答方式

で行います。質問の通告が４名ありました。それでは順次、これを許しま

す。

初めに、田島毅三夫君、件名は、町長及び特別職員の退職金の減額を

求めることについて、他５件であります。答弁者は町長及び担当職員となっ

ております。田島毅三夫君、質問を始めて下さい。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

１つ目の質問に入らせていただきます。

町長及び特別職員の退職金の減額を求めることについてであります。

職員退職金は、国の削減通達を受けて、平成２４年度から２６年度４月ま

でに３段階に分けて１７パーセントのカットを行ってきました。東洋町でも本

年４月に１７パーセントカットが完了すると聞いております。県の尾﨑知事

も、職員退職金が減額されているのに、知事がそのままでは整合性が取れ

ないとして、１６．７パーセント、５８５万６千円を減額し、手本を見せておりま

す。県でも、香南市や四万十市などの市長が同様、減額しております。本町

においても、長期勤続の職員退職金が１７パーセントも減額されているの

に、なぜ、１期４年で１２７０万円という町長退職金はじめ、各特別職の退職

金は減額しないのか疑問に思っております。町長は前議会での、住民が年

を越せないほど困窮しているのに、期末手当の増額を行うのはおかしい。

中止して、生活に困窮している住民の救済に回せという、私の質問に対し

て、東洋町は基金も少ない上、人口減少によって、交付税が５年間で２億８

５００万円も減額された。財源が厳しく、弱者住民への支援はできないと拒

否されました。財源不足を理由に弱者住民を切り捨てるというのであれば、

町長ら三役も身を切って範を示すべきであると、これは私の質問の主旨で

あります。特別職３人で、どうか協議していただいて、当議会において自ら２

０パーセントというのは、職員さんの１７に対して 、少し上積みしてという意

味でありますが、ぐらいの削減を申し出て、その減額した資金で、弱者住民
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の生活支援をしてあげて欲しいと思いますが、町長の考えを聞きたいと思

います。１問目の質問です。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

田島議員にお答え致します。

財源が厳しく、弱者住民への支援はできないと、拒否したということでご

ざいますが、直接、このような表現は使っていないと思います。この件に関

しましては、今回の件とですね、別の問題として対応していかなければなら

ない問題だと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思

います。

この退職金制度につきましてはですね、町村の構成団体における条例改

正でもしなければ、ご提言のことはできないということでございます。この

点、ご理解願いたいと思います。首長でありますとか、特別職というのはで

すね、さまざまなリスクを負っております。執行機関の長としての最終責任

は当然でございますけれども、どなたでも提起できます。住民訴訟制度にお

いても個人として、その責任を負わなければならないリスクと責任をです

ね、日々、常に負っているということでございます。確か田島議員ともです

ね、４件の訴訟をしてきたわけでございます。１期４年間の中で、８件の裁

判に対応して参りました。全くそのような事案が１件もない、平穏な自治体も

あるわけでございます。また単純にですね、県知事との退職金を比較する

までもなく、責任の度合いでありますとか、その大きさも比較するまでもない

わけでございます。それ相応の制度体系の中で判断をされてきたものとい

うふうに考えております。同規模の自治体間でも、さまざまな事情や特性が

あるわけでございます。各自治体における特殊な行政事情も存在を致して

おります。このようなことから、報酬の比較についてもですね、一律的な判

断もできないわけでありますが、現時点でのご提言には、ご期待には沿え

ないということでございます。また、退職手当はですね、制度上、県も、市も

ですね、独自の条例の中で運用をしているわけであります。しかし、町村は

行政規模が小さいために、共同して、組織を構成して運用をしているわけで

ございますので、その点をご理解願いたいと思います。以上でございます。

議長 （今宮 裕明議長）
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７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

そういう答弁でございます。

確かに、よその市町村と比べて、この東洋町のですね、首長さんの責任

というか、苦労というのか、それは際立って重い、大きいということは、よく

分かっております、過去からの例を引いても。しかし、ただ、その上で私が

お願いしているのは、確かに法令では、そう決められたもので、法上は問題

がないんです。また、各町村のですね、退職金の組合があって、そこで決め

ていくものであって、東洋町独自でどうこうできないということも、よく分かっ

ております。そういう上で、なおかつ、今回の職員さんの退職金に併せて、

何らかの形で整合性の取れるようにしてほしいという質問でございます。そ

れで、そういうことであればですね、できれば、次の組合の議会、これは、

首長さんらが集まって議会を開いているようでございますが、組合の方に聞

き合わすと、その中で決めてもらわなければ、我々はどうにもならないと、こ

ういうことでした。そこで、次の議会がいつあるか分かりませんが、首長さん

が集まった議会の中で是非、本町の町長の口からですね、これを提案して

いただけないか、そう思いますが、いかがでしょうか。もし、そうでなければ、

何らかの形で、町独自で三役の３人が、何かの形で減額するという方法を

考えていただけないでしょうか。しつこいようですが、もう一度、お聞きした

いと思います。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

再問にお答えを致します。

現在ですね、単独でできないということは、ご理解をしていただいていると

いうふうに思っております。私個人の考えと致しましては、議員も含めまして

首長もですね、寄付行為は禁止をされているところでございます。しかし、

任期満了時でありますとか、引退、勇退ともなればですね、寄付行為は可

能となるわけでございます。現に先輩議員の方でも引退後に、町にですね、

町行政への感謝の意味合いもあるということで、寄付をしていただいた方も

いるわけでございます。私もそのような方々の例に倣いまして、滞りなくとい

いますか、引退すべきときには、そのあとには、次代の行政運営を担う方々
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のために、何らかの形で行政に恩返しをしたいというふうに、個人的見解で

ございますけれども、そのように考えているところでございます。議員さんに

もそのような例もあるわけでございますので、是非、田島議員もですね、勇

退されますときに、諸先輩方のよき事例をですね、参考にして是非、善意の

寄付をですね、していただければありがたいかなというように思っておりま

すので、ご検討のほど、ひとつよろしくお願い致します。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

今、町長から再問をいただきましたけれども、先ほど町長の答弁にありま

したように、これは英断といいますか、本当によく、そういう決断をしていた

だいた。これは、確かに寄付になります。そういうことでできないということ

は、よく分かっております。それを、なおかつ、そういう形でしていこうという

ことについては、なかなかこれは、どのように言ったらいいか、本当に口で

は、日本語では、よう言いませんけれども、本当に、何かいい言葉はないで

すか。ほんまに何しております。ただ、議会については、また話をしますが、

これは特別職とちょっと形が違います。これは、我々は議会というチェック機

関の中で、こういうことをしているということで、そして、それを行政側の職員

と、あるいは首長との報酬とは、ちょっとニュアンスが違いますので、またこ

れは、議会で皆さんが集まったときに相談したいと思います。これで、一応、

１問目の質問は終わります。

２問目の質問にそのまま入らせていただきます。２つ目に、人口増加、地

域創生には職場づくりと基幹産業の振興しかない。考えを聞きたいと、こう

いう質問でございます。１つ目としてですね、国は地方創生の花火を打ち上

げ、知事は年頭所感で、人口増加を県の最優先課題に掲げました。そのた

めにはまず、働く場の確保は最大課題となります。働く場ができればです

ね、まず、人が増えてきます。若者が残れば結婚もし、子供も産まれます。

町財源も増え、経済効果も波及し、町が活性化するというのが、これがパタ

ーンでございます。サイクルでございます。正循環。この２、３年でも若い妻

子、のちの人も含めて、何人もの人が県外に職を求めて移住しました。単

身赴任という形でございますが出ております。それでも、家庭の事情があっ

て出られない人は、職安を含めて、必至になって職を探しております。この

仕事場づくりは何度も提案しておりますが、町として具体的な案が全く出て
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こない。町として、地域創生、総合戦略としての職場づくりにどのような対策

を考えているのか、町長の口から具体的にお聞きしたいと思います。

２つ目に、最近では何隻かの鮪船が廃船しております。町基幹産業であ

る漁業衰退の歯止めに関して、後継者や有資格者の減少をどう止めるの

か、また、どう育成するのか。燃料費などの経費高騰や漁業者の減少、漁

獲量などの減少に、町としてどのような手立てを考えているのか。今までど

のような手立てをしてきたのか。また今後、漁業及び港湾の活性化をどの

ようにして推進していくのか、お聞きしたいと思います。これが２つ目の質問

です。

それから３つ目に、地方創生策の１つとして、空家住宅の整備を行い、地

域おこし協力隊を５、６人ぐらい募集してですね、田や畑、果樹園などの耕

作放棄地を再生させ、任期の切れる３年後には、町に農業者として定住し

てもらってはどうか。その間の１カ月１８日限度に、最低１８日就農すると、

こうなっておりますので、その定款どおりでいけば１２日が休みになるわけ

ですが、１０日以上ある休日などには、ハウスや果樹園など、いくらかの農

地を借りて、自ら若しくはグループで栽培し、副収入と将来定住への準備と

してもらえばいい。自分なりにそう考えております。子供を含めた家族での

来町を募集するよう求めたいが、いかがでしょうか。考えを聞きたいと思い

ます。以上、３点の質問をさせていただきます。

議長 （今宮 裕明議長）

伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 田島議員の質問にお答え致します。私の方からは、２番目と３番目につ

いてお答え致します。

まず、町としての漁業及び港湾の活性化策についてですが、活性化策の

事業としては具体的な事業はございませんが、新規漁業就業者支援事業

費補助金や、平成２７年度に町単独、新規事業として、東洋町漁業者担い

手育成事業補助金を創設しております。これは、漁業者が小型船舶取得に

対して２分の１を補助するなど、担い手対策の１つの手段として考えており

ます。また、燃料費の高騰による対策としては、国の事業で漁業経営セーフ

ティーネット構築事業があります。事業概要は、燃油価格、養殖配合飼料の

高騰に備え、漁業者と国が１対１の負担割合で資金を積立して、原油価格

が一定の基準を超えた場合に補填金が支払われる制度となっております。
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この事業は漁協が主体となって、既に実施をしております。

３番目の地域おこし協力隊についてですが、現在、東洋町では、昨年１２

月と１１月に２組の方が地域おこし協力隊として本町に来ていただいており

ます。海の駅と観光振興の分野に携わっております。まずは地域に溶け込

み、地域での信頼を築き上げていくことが大事だと考えております。そのた

には、やはり時間も掛かるものと思っております。まずは今回の地域おこし

協力隊２組の実績を作った上で、農業やその他の分野にも今後、つなげて

いければと考えております。私の方からは以上です。よろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

１から３番につきましてお答えを致します。

人口減少とですね、経済規模の縮小というマイナスの悪循環を克服する

ためにですね、県もさまざまな施策を展開してきております。その施策が、

田島議員もですね、ご提言の件も含めまして、既にいくつか制度化もされて

いるものというふうに受け止めております。本町に適合するものにつきまし

ては、先ほどの課長の答弁のとおりでございます。今般の地方創生関連に

つきましてもですね、５年間、県と方向性をひとつにして、産業振興計画の

中に、いろいろな事案を取り入れていくというようなことも聞いております。こ

のようなことにも取り組んでいかなければならないというふうに思っておりま

す。午前中ですね、空家の改修のあれもありましたけれども、移住促進策

についても当然、県も力を入れておりますので、国の補助金、県の補助金、

そういったものをマッチしてですね、できるだけ町負担が少ない形での取組

を強化していきたいというふうに考えております。先ほど課長の方からもあ

りましたが、地域おこし協力隊制度も今後、人数を増やしていきたいという

ふうに考えておりますし、今後も総合戦略の中にも、何らかの形で位置づけ

をしていきたいというふうに思っております。先ほど課長の答弁にもありまし

たように、なかなかですね、この地域おこし協力隊の中でも、面接を経験し

てきたわけですが、なかなか農業分野ということになりますとですね、受け

入れ側との問題もございますし、都会からの希望者との双方に求められる

のは、やはり覚悟というようなことがなければ、なかなか厳しい、難しいもの

があるのではないかなという印象を持っておりますが、今後ですね、さまざ

まな形で応募を掛けていきたいというふうに思っておりますので、ご理解の
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ほどよろしくお願いしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫君）

課長と町長より、答弁いただきました。

うちは課長にお願いしたのも、農業に限った地域おこし協力隊をお願いし

たんです。確かに２名は来ておりますけれども、それを農業に特化して、５、

６人ぐらい募集していただいて、家族で来ていただいて、その方達に普段、

生活の中で農業に入っていただく、そういうことをやっていただきたいという

提案なんです。もう一度、再答弁、よろしくお願いします。

それから、どういいますか、確かに漁業関係においては今、加工品の方

がなかなか頑張って、海の駅でもほんまに魚関係が評判がよくて、徳島海

陽町、それから、もっと向こうから毎日のように買いに来てくれます。それは

本当にいいことだと思っております。しかしながら、私が質問した主旨という

のは、そうではなくて、海の駅で販売する魚自体が少なくなっていると、これ

に対する対応をお聞きしたんです。確かに就漁支援制度もありますが、そう

いうものを使って、どんどん増やしていただいて、要するに、東洋町の漁獲

量を増やしていただいて、そして、収入を増やしていくという方策を考えて下

さい、考えましょうと、こういう話やったんです。それがまず、魚が獲れなけ

れば加工品ができないんです。そういうことも踏まえてもう一度、漁業の振

興について、課長の方から考えがあればお聞きしたいと思います。どういい

ますか、私がなぜ、こういうことを言うかというと、今まで何遍も言ってきまし

たが、あえてまた、こう言わせてもらってますが、１つの基幹産業が興きたら

、漁業であってもかまん、商業でもかまん、農業でもかまん、その１つの産

業が正循環に回転をし始めたら、昔のことわざで言いますが、風が吹けば

桶屋が儲かるといいましたけれども、そういう形で全部、東洋町に波及して

いく。全部を一遍に興すということは、これはなかなか難しいと思います。だ

らか、そのうちの１つの基幹産業でもいい、農業でもいい、漁業でもいい、

商業でもいい、何か１つに全力的に集中してやって、それを興していこうで

はありませんかという主旨の提案なんですね。それで、ここにそれぞれの基

幹産業を入れましたが、それぞれの担当から、そういう意味でもっと真剣

に、東洋町をよくしていく意味での、それぞれの担当課長から自分達の考え

を聞かせていただきたい。我々がいくら言っても、担当窓口の課長さんら
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が、職員さんらが全く反応を示さない。こういう状態でありますが、そこのと

ころもう一度、課として、あるいは行政として、どう考えているのかお聞きし

たいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 田島議員の再問にお答え致します。

答弁になるかどうか分かりませんけれども、漁業についてはですね、漁

業者あるいは漁協の方から具体的な要望があった場合に、町の方は支援

していきたいと考えております。町が強制的に事業を進めるものではないと

思っています。

それと、地域おこし協力隊についてですが、地域での受入先、特に農業

の場合はですね、農地問題、それと農業機械、それと周辺の農業者との関

係など、あと３年後に農業経営だけで本当に生活していけるのかどうか、さ

まざまな問題があると思います。そういう要望に対して対処していけるよう

な、まずは土台づくり、受入体制が必要でないかと思っております。そういう

ものを決めてからですね、募集を掛けたいと考えておりますので、よろしくお

願い致します。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

どうしても具体的な案が出てこないんですよね。例えば、農業１つにとり

ましてもね、どういいますか、耕作放棄地がいっぱいあります。荒れた山も

いっぱいあります。それらを活用して、例えば、梅なら梅を植えていく、それ

によって、花見をして、また、その実を加工して、販売していくというような

ね、何か具体的なものにまで踏み込んでいかないと、住民さんあるいはそ

の該当する方達から案が出てくるまで町はじっと待つというのではなくて、

そういうことをも住民さん、町にどんどん窓口から訴えていくと、どういいま

すか、ぱっと出てこんが、訴えていく、広げていく、そういう姿勢でなければ、

もう住民さんから声が出てこなんだらえいわ、出てきたらそれに対応するよ

うなことでは駄目です。２７年度はもう一度、意識を変革してやってもらいた
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い。

それから、例えば、土木業者の方、建設業者、建築業者が非常に、建設

については人手不足とか、そういうことがあって、なかなか発注した仕事が

やってくれないという苦情を聞いております。それぐらい忙しいようです。そ

れなら、そこにやはり、どういいますか、今、商業のように、従業員さんに対

して日当の支援をするとか、新規に雇った方にちょっと、事業者の社長さん

に、会社の方に応援するというようなことも考えてあげて欲しい。そして、そ

こでどんどんダンプが走って、そして、建設の機械がうなっていくような、そ

ういう活気が出てきたらね、また雇用も増えて、経済的な効果も増えていく、

そういうものに対する、今回のような、こういう商工に対する支援を是非、考

えてもらいたい。

それから、漁業にしてもそうです。このままでは１０年持たないだろうと思

います。甲浦の港にしても、ばらばらになってしまった船が、実際、出ている

のを聞けば、１０艘ぐらいしか沖へ行っていないやろと、こういう状態です。

鮪船にしても、１９トンにしてもどんどん減っていく、もう何年かという状態。

これを行政は知りながら、言ってこないからそのままにするというようなこと

ではなくて、こちらから汗をかいて、そこへ入っていって、その対策を考えて

もらいたい。漁協と一緒になって、漁業者と一緒になって、そういう姿勢が

全くといったら語弊がありますが、見えません。そういう姿勢を、そういう対

策をやってくれるかどうか、町長の方からお聞きしたいが、対策、よろしくお

願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

お答え致します。

ずっとですね、議会の度にご指摘を受けております。耳が痛いほど分か

っております。確かにそのとおりでございますが、土木のことに関しましても

ですね、防災対策でどんどん予算が付いてきて、消化するのにやっとという

ような現状がございます。なぜ、そういうふうになったのかといえば、それま

でに仕事がなかったということもございます。それを維持していくのに従業

員の方を減らすとか、いろんな経営努力をして、何とかつないできたという

ような実態があるわけですので、一気に３つも、４つも仕事を取れないという

ような現状がですね、現実にあるわけでございまして、これは本町だけでは
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なくて、室戸市におきましても、県下全体で、そのような状況にあるという流

れの中で、入札不調ということにまで響いてきているという、現在の実態が

あります。そういった流れの中で、経済規模がですね、どんどん縮小して、

商店でさえ維持することがなかなか困難な地域の実態があるということで、

今回、若干の補助制度を作ってですね、何とか維持していくという流れの中

で、土木に関するそのような意見もありましたが、一応、土木はですね、丸

々、公金を請負業としているという流れの中で、別枠の公金の支援策という

のは今現在、なかなか難しいんじゃないかなという判断でですね、今回、対

象外にしているというようなこともありますが、今後、防災対策も含めて、い

ろんな公共事業の中で体力ができてくるというふうにも信じております。例

えばですね、本日、国交省の高松整備局で計画段階評価になっております

高規格道路がですね、対応方針の決定ということの会が開かれるということ

もお聞きしておりますので、そういったことが決定されましたら当然、公共事

業も増えてくるわけでございますので、総合的にですね、防災対策も、高規

格道路も、そういったことも含めて、町としても対応していかなければならな

いと、ピンポイントでやれるぐらいですね、財政状況が許せれば一番いいん

ですが、なかなか厳しい部分もあります。今年はこれを重点的にやると、例

えば、先ほどの商店の維持活性化策というようなこと、あるいは、その前は

活性化プランということで、ちょっとずつ予算を計上させていただいておりま

すが、その中から自主的ですね、やる気のある方から支援をしていきたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解のほど、ひとつよろしくお願いしたい

と思います。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

町長がそういう意気込みといいますか、そういう考えを持っておるという

のを聞いて安心はしております。ただ、１つはね、現実的に私の知っている

方でも、何人もの方が今、東北も行ったり。

議長 （今宮 裕明議長）

田島さん、次の質問、移って下さい。

７番議員 （田島 毅三夫議員）
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そういうことで結局、地元に仕事がなくて、そういうところへ行っている現

状があるわけです。そういう人を呼び戻すような施策を是非、早急に考えて

いただきたいと思います。

３つ目の質問に入ります。臨時職員を労務職員へ任用するよう求める件

ということでございます。これは、前回の議会に引き続いて、しつこいようで

すが質問させていただきます。新聞等での知識ではですね、全日本の企業

の多くの利益が全労働者の４割を占める非正規労働者の低賃金で、各種

手当てもなく、いつ解雇されるかも知れない劣悪で不安定な条件労働によ

って支えられていると、こう聞いております。国も、平成７年にはパート法を

改正し、試験制度を作って、パートから正社員への転換を義務化しました。

それはなかなか抜けておりますけれども、ざる法になっておりますけれど

も、正職員と同等をこなすパートには、賃金などの待遇面で正社員との差

別をしてはいけないと、こう禁じております。東洋町でも全職員の３分の１以

上が臨時職員として雇用され、正職員と変わらぬ仕事を多年にわたって勤

めていると、こういう現状が続いております。本来なら、雇用の不公平を是

正させ、指導する立場にある行政、町が、財源節減と称してですね、２５人

もの人を長期にわたり常態的に臨時雇用している。これは人権的にもです

ね、また、１年以上臨時雇用してはならないという法令や町雇用規定にも反

した、大きな問題だと思っているんです。この際、法令を順守し、調理や衛

生、正職員と変わらぬ事務的職務をこなす臨時職員を学校調理人同様、単

純な労務職員として任用するよう求めたいが、町長のお考えをお聞きしたい

と思います。

それから２つ目に、臨時職員雇用については１つの案としてですよ、法令

及び町条例どおり、シーズンなどの短期作業やイベントなどの緊急時だけ

に絞って雇用し、年度、年度、継続して雇用する職員や正職員と同様の職

務をこなす人については、年度は考えていただいたらいいですが、数年間

を研修的な臨時雇用として、その後、試験を行い、成績優秀な人を労務職

員として採用していくと、こういう転換を求めたいが、町長の考えをお聞きし

たいと思います。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

お答えを致します。何度もご質問をいただいておりますので、また同じよ
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うなお答えをさせていただきます。

臨時職員の賃金につきましてはですね、数年前に引き上げをしてから現

在のところ、安芸郡下ではですね、トップをいっているということでございま

す。処遇のことも含めまして、また時給に直しますとですね、民間から批判

を受けるのではないかなというふうに思われるほどの待遇となっておりま

す。労務職員への任用についてでございますけれども、近隣市町村から見

ても、財政的側面からも、また国の行政指導上からもですね、現時点での

町の状況も含めまして判断致しますと、なかなか実現は困難ではないかな

というふうにお答えをせざるを得ないと思っております。それと、ご提言のシ

ーズン期間に限ってとかですね、そういうようなことも含めて、当然、毎年、

登録制にしてですね、空いている方に声を掛けて、そういうような対応もし

てきておりますが、なかなかですね、この時期だけにということになればで

すね、当然、雇用の安定ということからは、雇用の安定ということにならない

わけですので、すっと間に合わないというようなこともございます。そういっ

た中で、人を探すということがなかなか困難な状況にもあるということでござ

います。それと、研修的な臨時雇用あるいは試験を行いというようなことも

ございますけれども、この辺はですね、毎年、一応、採用試験はしておりま

すし、そういった中でですね、人材を登用していきたいと考えておりますの

で、運みたいなものもあるわけですね、実際。４人、５人雇わなければなら

ないような状況もありますし、今年は１名だけ、あるいはゼロの年もあります

し、そういったいろんな状況の中で、人事管理をしていっておりますので、一

概にですね、こういうような労務職員を、すぐ正規職員にするというような流

れには、なかなか難しいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

分かりました。しかしながら、現実としてね、今、本当に仕事がなくて、町

外に出ているという方がたくさんおります。そして、運よくと言ったらいかん、

実力だから、それは言われませんが、何人か若い方も今、臨時職員として、

２０代ぐらいかなあの方は、３０はいってないと思うが。男の方が何人かして

おります。ごみ収集関係等もそうです。それから、浜の清掃関係もそうで

す。役場の職員さんも一緒ですが、そういう方がですね、本当に一家の柱と
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して収入を、家族を守らなければならないという立場の方が臨時職員さんで

おる場合にですよ、本当に厳しいんですよ。それから今、私の言った、そう

いう２０代の若い方々が臨時職員でおって、そして、何年か経てば、正職員

となって、労務職員となって、こうして下さるという、夢とか希望とかがあれ

ば頑張りますが。今の状態でいけば、ずっとそのままということになればで

すよ、なかなか給料も上がらない、ボーナスもない、そして、結婚もしなけれ

ばいけない、しかし、これでは生活はできない、もうよそへ行こうかと、こうい

うことになるんですよね。そういう今、旗をね、何とか地元に居っていただく

ための施策として、１つは、臨時職員さんを何年間の研修期間をおいて、試

験をして、優秀な方を採用していくと、２５人全部とはいいません。しかし、そ

ういうような形にするとか、あるいは、それに漏れるような方にはボーナスを

支給する、あるいは手当を付ける、給料をもっと、もっと上げていく、生活で

きるぐらいの、やはり給料を上げていくということはね、これはやはり、町長

の考えている東洋町をよくしていく、そしてまた、人口を増やしていく、子供

さんを大事にしていくというようなことから考えれば、ちょっとニュアンスが違

うのではないか、こう思います。今後はそういうことにもっと力を入れていた

だきたいが、どうでしょう、給料面でもボーナス、手当、それから、定期的

な、よけやなくてもかまん、ベースアップ的なものを年々上げていくというよ

うな、そういう町独自の施策はできないか。考えがあればお聞きしたいと思

います。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

毎年、予算の範囲の中でですね、見直しはしていっておりますし、本庁の

中の職員につきましては、３年目になるんですかね、一時、引き上げてか

ら、１万２千円ぐらい一気に引き上げましたので、今、安芸郡下トップになっ

ているという状況もあるわけですが、現業職に近い、今、ごみ収集をしてい

る方につきましては、なかなかですね、休みもないというような状況もある

わけでございますので、そういった実態の中で、毎年、引き上げはしていっ

ているということでございますので、ご理解をしていただきたいと思います。

（自席より、雇用の問題で細かいところまで質問しても構わないのかと発言

あり。）
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議長 （今宮 裕明議長）

はい、分かりました。なるべく特定しないような、個人が明らかに分かると

いうような質問まで深入りする必要があるんでしょうか。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

結局、その職種に対して勤めている方を採用してあげて下さいという主旨

なんです。今いうように、調理人さんも入っている、この労務員に。しかしな

がら、条例を見よったら、事務員さん、調理人さん、それから、出てます。

議長 （今宮 裕明議長）

分かりました。今回はともかく、今ここで議論してもなかなかしまいつきま

せんので、このまま今日は続けさせていただきます。また、次の議会までに

は、そういう細部のところも決めて参りたいと思いますので、よろしくお願い

します。質問を続けて下さい。７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

今後、東洋町としても労働者確保する、あるいは地元に残ってもらうとい

う意味からもですね、昇給や期末手当などの支給などを行い、結婚や育児

など、将来に希望が持てる、そういうものに対して、やはり手を打っていただ

きたい、そういうことをお願いしておいて、４つ目の質問に移ります。

防災計画と対策についてお聞きしたいと思います。前回の議会で震災

時、甲浦地区は小学校体育館を避難所とすると、こう答弁いただきました。

しかし、調べてみますと、この甲浦小学校の浸水予測は、体育館が５メート

ル浸水するとなっております。これでは避難所として使えないという疑問を

持っておりますが、担当者から答弁の修正、できれば修正、なければ説明

を求めたいと思います。

また、防災計画では、野根中学校の海抜は７．６メートルになっておりま

す。土地の高さですね。そこに１メートル浸水するという予測が出ているん

ですよ。しかし、そのすぐ西側の県道押野橋は海抜１２．２メートルで、同じ

く１メートル浸水すると、こう言われています。ということは、１３．２メートル、

押野橋は浸水すると。そしてまた、中村の、名前を出してはいけませんが、

この１番高いところに居られる方の家がですね、１２メートルの浸水予測に

なっております。その家の高さは別として、要するに、あそこ辺りは、山際ま

で１２メートル浸水する。中村と押野橋を接点にして線を引いたら、そのちょ
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うど下に中学校が入るんですよ。それなのに、中学校は７．６メートルの高

さに１メートル、８．６メートルしか浸水しない、こんなシミュレーションが出て

いるんですよね、県のあれでは。全くおかしい。こういうことについて、やは

り県の方に言って、訂正させて下さいというお願いをしているんですが、担

当課長さんから、それができるかどうかお聞きしたいと思います。

それから２つ目になります。東洋町全体では、これは予測でございます

が、１千戸以上は浸水したり、流失すると想定しております。今の言われる

とおりの県の、国が言っている波が来た場合ですね。その町防災計画に

は、住宅の確保とか、仮設住宅の設置などというものが対応として記載され

ております、防災計画では。しかし、各避難場所へ皆が助け合って逃げると

しますね、今現在、出ている避難場所へ。ところが、波が引いたあとには、

自分の家がこのままではなくなっているんですよ。住む家も、何も全くの更

地になっている。そういう状態の中で、今後、仮設住宅ができ、住むところ

ができるまでの間、我々住民はどこで生活するのか、こういうことでござい

ます。仮設住宅が設置されるまでの、被災住民２千人の避難生活の場をど

こに確保するのか、これをね、まず考えなければいけない。防災計画には、

この応急避難所の記載がありません。担当者あるいは町長の方から、これ

について考えがあればお聞きしたいと思います。

３つ目の質問に入ります。１７００世帯、現在、２８００人の住民さんが居ら

れると聞いておりますが、被災後、新規住宅を建てられる人が何人おられ

るか。被災してから、逃げて、戻ってきて家がない。その方達が、自分の家

を自分の自力で建てることが、何人の方ができるか。また、その期間という

のは、東北でもいまだに、まだ４年経って、家を建てられない人、帰れない

人がいっぱいいるんですよね。仮設住宅におる人が２２万人、これが原発も

含めてですが、それだけ家に帰れない人がおると、こういう状況でございま

す。多くは仮設住宅か、公営住宅を待つしかありませんけれども、４年経っ

ても手付かずの被災地や仮設住宅に住む人の苦労の声を聞くと、明日は

我が身として、津波の怖さと高台移転の必要性を感じます。朝の質問にも

出ましたけれども、高台移転の必要性、これはもうね、我々は、ほんまにや

られるのは分かっている東洋町としては、町を挙げて考えていかなければ

ならない問題だと思います。その高台移転について、防災計画には、長期

的に高台の開発の可能性は探っていくとのみ記述されておりますが、長期

的とはいつを指すのか、長期的に高台移転を考えていかなければならない

と。けれども、日に日に津波のＸデーは近づいているんですが、もうそろそ

ろ、東洋町としても高台移転についてテーブルに載せて、検討する段階で
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はないんでしょうか。町長にそのことをお聞きしたいと思います。

それから４番目ですが、よく言われております、自助、自分が自ら逃げ

る、これは大事です。これで７割助かったと、こう聞いておりますが、これは

大事です。それから、東北でもてんでんこといって、それぞれが勝手に逃げ

ると、こういうことを言われておりました。まず、自分が逃げることは分かり

ます。しかし、過日の新聞にもその尊い命を守るためには、自分で逃げられ

ない弱者を近所の人が助け合うことが大事だとして、近助という、近くを助

けるという、近助という言葉が出てきました。目が覚める思いがしました。私

の考えと全く同じであって、自分たちが逃げる避難場所ごとに防災組織を編

成し直して、今現在も、だれがどこへ逃げるか分からん状態で訓練しており

ますけれども、それをきちんと避難場所ごとにグループを決めて、そのグル

ープごとに責任者を置いて、日常、普段から互いに連携を取り合い、いざの

ときには助け合って逃げる、この近助の体制を作ろうと提案しているんで

す。ずっと提案してきました。ところが、町としてはそれは動けない、自主防

災組織があるから、町は動けないという答弁をもらっておりますけれども、し

かし、このグループができれば、そのグループの方々に避難方法や避難経

路の点検、避難路の対応、改善すべき問題点などをそのグループごとに話

し合っていただいて、自分達の避難場所の管理や整備は、自分達が協力し

て行っていくと、こういう自主防災組織の体制を作れば、東洋町の避難計画

は大きく前進すると。今のままでは、いつまで経っても前へ進みません。是

非、これをやっていただきたい。話し合いをしてもらいたい、各地区の区長さ

ん、あるいは自主防災組織と。町として近助の体制づくりを防災組織と話し

合い、防災計画に組み込む考えはないか、何度も拒否しておりますけれど

も、再度提案したい。

そして最後になりますが、自主防災組織という言葉が東洋町で言われて

おります。しかしながら、最近の新聞等を見ると、よそでは、自主防災会と

いう言葉がよく出てくるようになりました。組織という言葉がよいか悪いかは

別にして、やはり呼びやすい、感じのええ名前として、この自主防災会に変

更することはできないか、できるようだったら、そうしたらどうかという提案で

ございます。お聞きしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

長﨑総務課長補佐。

総務課長補 （長﨑 正仁総務課長補佐）
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佐 田島議員のご質問にお答えを致します。

４つ、ご質問いただいておりますけれども、１つ、１つお答えをしていきた

いと思います。

まずですね、１番目ですけれども、平成２４年に県が発表しました、発生

頻度は極めて低いが、現時点の最新の科学的知見に基づく発生しうる最大

クラスの津波、レベル２クラスと言われます南海トラフ地震の津波新想定に

よりまして、津波浸水エリアが拡大したことや、津波高が上がったことを受

けまして、まずは、発生時に命を守る対策としまして、津波などの切迫した

災害の危険から一時的に逃れる、逃げられるための避難場所までの避難

路や誘導灯、それから津波避難タワー、防災倉庫や防災資機材の整備に、

地権者の方々をはじめまして、各地区のご協力によりまして、整備を進めて

きたところです。津波避難場所の整備につきましては、津波発生時にまず、

命を守ることを最優先とすることから、このレベル２クラスを基本として、想

定される津波浸水エリア以上に拡大をしまして、それから、予測される津波

高以上を想定して想定外に対応できるよう、今後も整備を進めていきたいと

考えております。一方、避難所生活を送るための避難所についてですけれ

ども、地震津波から難を逃れたあと、助かった命をつなぐための対策としま

して、来年度から取り組んでいくこととしております。避難所を整備する方法

としましては、津波避難場所の整備の基本となるレベル２クラスではなく、

平成１６年に県が発表しました発生頻度の高い一定規模の地震津波、レベ

ル１クラスの津波浸水予測を想定して準備を進めていきたいというふうに考

えております。最悪の場合を想定したレベル２クラスを基本とした場合に、

ご指摘のとおり、甲浦小学校はもちろん、避難所として指定する町内の公

共施設はほとんど使用できないという想定になります。ただ、使えないとい

うふうに断定をして、何も準備をしないではなくて、レベル１クラスの想定内

であれば、甲浦小学校は使用できるということも想定をして、避難所の準備

は進めていくことも必要かと考えております。また、それと同時に、レベル２

クラスに対応するために、避難所として併用できる公共施設を浸水エリア

外、あるいは津波高が比較的低いと予測される津波浸水エリアに建設する

ことも視野に入れて、避難所確保に向けて対策をしていかなくてはならない

ということも考えております。津波の避難場所につきましては、想定外を想

定して、避難所につきましては、想定内も含めた整備という方向で整備を図

っていきたいというふうに考えております。

それから、高知県新想定の津波浸水予測図のデータが正確性に欠けて

いるとのご指摘ですけれども、この想定の設定条件としまして、まず、海岸
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堤防とか、河川堤防が機能しない状態で設定をしていることと、標高は、算

出方法により、多少の誤差はありますが、津波の浸水深につきましては、

表示されたとおりの津波高として取り扱っておりますので、ご理解いただき

たいというふうにお願い致します。

続いて、２つ目の質問への回答でございます。町内での避難所確保につ

いての考え方につきましては、先ほど質問で述べたとおりでございます。平

成２４年の津波新想定が発表されてからこれまでは、まず、命を守る対策と

いうことで、津波避難路、それから津波避難タワーなどの津波避難空間の

整備を優先して取り組んできたところであります。それと同時に、次のステッ

プとなります、命をつなぐ対策の一環として災害時の拠点となる施設としま

して、防災ヘリポート、防災備蓄倉庫、防災活動拠点施設の建設、更には

防災センターの基本構想にも取り組んできたところでございます。更に、平

成２７年度からは先ほども述べましたが、命をつなぐ対策の一環として、レ

ベル１クラスを想定した避難所の準備と同時に、レベル２クラスを想定した

避難所の確保に取り組んでいかなくてはなりません。田島議員のですね、

ご指摘のとおり、レベル２クラスを想定した場合、仮設住宅は町有地へ建設

するとしても、それまでの避難者全員が避難生活を送るための避難所を確

保するということが、現時点では困難な状況であります。平成２７年度から

は、県の方も命を守る対策から、命をつなぐ対策の支援へとシフトをしてい

くこととなっておりますけれども、その中で本町のように、避難者収容数が

足りない市町村を対象に、安芸圏域内で広域避難所の検討にも着手するこ

ととなっております。その検討と同時に、本町内で避難所としての機能を有

する施設の建設の検討もしていきたいというふうに考えております。

続きまして、３つ目の答弁をさせていただきます。高台への集団移転につ

きましては、現行では、災害が発生した地域、現行でいえば東日本大震災

ですとか、新潟中越地震で被害があった地域が対象となっております。そ

れか、災害危険区域に指定されている地域というのが対象となっておりま

す。仮に町がですね、集団移転先となる高台を造成するにしましても、宅地

造成、それから水道施設、それから町道整備など、その費用だけでも莫大

な公的資金の投入が必要となってきます。何よりですね、高台へ移転する

ためには、近隣１０軒以上まとまったエリアでの移転が必要となるのが条件

というふうになっております。その１０軒がですね、高台移転をして立ち退い

たあとは、災害危険区域に指定するために、二度と住居が建てられなくなる

こと、それから、移転される方への支援としましては、住まわれている宅地

の買い取りと、移転するための住居の取り壊しや引っ越しなどの費用とし
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て、これは７８万円を限度というふうに書ききっております。それから、高台

へ移転するときの住宅を建てた住宅ローンの利子補給のみというふうにな

っております。それから、商店や工場の移転は認めないなどとなっているこ

とからも、移転される住民の方々におかれましても相当のですね、決断と費

用負担が重くのし掛かるということになります。確かに、高台への集団移転

は想定される自然災害から守るための有効な手段であり、必要性もあるか

と思います。しかし、高台への集団移転は、地震津波災害といった防災の

視点で見た安全性からの発想で、この町の産業や暮らし、文化、歴史、地

域コミュニティといった、日常生活の視点で見た利便性が考慮されていない

こと、何より、町にとっても、住民の方にとりましても大きな費用負担が掛か

るというところに現実性が見えてこないのが、現行制度の現状と思います。

高台への集団移転に関して否定はできませんけれども、この制度が見直し

されることを含めまして、現時点で議論するには少々、ハードルが高いので

はないかと考えること、また、高台への集団移転への議論が始まったとしま

しても、移転先の選定から造成工事完成までに時間を要することから、長

期的な防災対策というふうに考えております。

続きまして、４つ目の質問への答弁をさせていただきます。自主防災組

織の組織体制についてのご提案ですけれども、まずは、防災活動に参加し

てもらうということが大事ではないかと考えております。毎年、年１回の津波

避難訓練をしているんですけれども、それ以外にも、各自主防災組織単位

での防災活動に取り組んでいただきまして、南海トラフ地震などの自然災害

への備えとしまして、地域の防災活動へとつなげていただきたいと考えてお

ります。例えば、南海トラフ地震を想定しまして、定期的な津波避難路、避

難場所の点検や管理、防災資機材の点検、水や毛布や衣類などの備蓄、

津波避難路、避難場所への簡易な夜間照明の設置、夜間の避難訓練、避

難路入口へ杖やリヤカーの設置などに取り組んでいる自主防災組織があり

まして、その組織の防災活動が他の地域へも波及しております。このような

防災活動の事例を参考に、各地区の自主防災組織が主体となりまして、取

り決めたことを地域防災活動の一環として実践していくというのが基本でも

ありますし、理想的でもあると考えております。こういった活動がですね、ご

提案のいざのときの近助の体制に結びつくのではないかというふうに考え

ております。各地区におきまして、避難場所ごとに自主防災組織を再編する

ことや、地域防災活動、体制づくりなどにつきまして、必要であれば、防災

担当の私他、県からのアドバイザー派遣制度も活用しながら、ともに活動で

きればと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
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最後に、自主防災組織の名称変更をとのことですけれども、自主防災組

織は行政用語でありますので、防災活動をするグループとして分かる名称

であれば、ご提案の○○地区自主防災会とか、○○地区防災会などへの

名称へ変更しても構いませんけれども、各地区で協議していただければと

いうふうに思います。以上でございます。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

今までどおりの答弁をいただきました。飛び飛びになりますが、再問させ

ていただきたいと思います。

まず、４番目の質問に関して再問しますが、全くこちらの言っている主旨

と噛み合っていないんですよね。私が言っているのは、自主防災組織それ

ぞれが防災活動に出て、その中で防災意識を高めていく、あるいは活動を

フォローしていくと、こう言われましたが、現に今やっている、どこの地区か

は知りませんが、私達、甲浦東にとりましたら、溝渕石油のところへ皆がだ

らだらと集まっているんですよ、各地区、各防災組織の者が固まってです

ね。こういう避難訓練をいくらやっても無駄だと、だから、私達は逃げる場所

によって決めていきましょうと、そして、逃げる場所によってグループを決め

たら、その方がグループ、１０人のところもある、２０人のところもある。とこ

ろが、そのグループごとが普段からの近所付き合いの中で、あそこに年寄

りの方が居る、足の悪い方が居る、全部、把握できるんですよ。そして、い

ざというときには、その方達が普段の打ち合わせのとおり助け合って上がっ

ていく、逃げると、そして、また、避難場所を自分達の避難場所として、通路

として、自分達が管理をしていくと、修理したりね。その中で問題点が起こっ

たら、そのグループで、町なり、区なりへ要請していくと。こういう体制を作り

ましょうと、こう言っているんです。だから、今までどおりの訓練をやっている

という中で、勉強というようなことではなくてね、それをお願いしているんで

すよ、そういうふうにしましょうと。そうしなければね、せっかくできた自主防

災組織の活動が駄目、無駄になってしまう。

それから、先の方に戻りますが、今後、避難所については考えていくとい

う答弁がありました。しかしながら、普通、避難場所としたら、東北にしても、

よそにしても、何かあったときは、公民館とか、学校、集会所、あるいはどう

いいますか、そういう公共的な施設は、まず第１に指定されます。そこへ逃
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げます。そこで、一時的に生活するなりするんですが、東洋町に１５メーター

の波が来たときに、そういう避難所になる公共施設はありますか。それを言

ってるんですよ。だから、まず、ここから掛からなければいけないと、防災の

計画の中にね。この間、同じ質問したときに、甲浦小学校は避難場所として

指定されていると、こう言ったから、そしたら、L２では対応できるが、L１では

対応できないと。そしたらどうするか。しかし、我々はL２の想定なんかして

ませんよ。L１の高い想定をして、どうしようかという計画を練っているんで

すから。だから、甲浦小学校の体育館がL２ではもっても、L１ではもたんと

いうようなことであればね、反対やね、ごめんなさい、よう言うてくれた。そう

いうことであったら全然、意味がなさん。そういうことを踏まえてね、これは

ね、もうちょっとやっぱり、危機管理課の担当者であります課長補佐が全東

洋町の責任を担うという覚悟でね、県とも交渉し、これは自分なりに考えた

ことを町長に訴えね、そして、まず、各地区を回ってね、一々全部、避難所

も回って、問題点を把握して、そして、こうしましょう、ああしましょうというこ

とを皆に訴えて下さいよ。そうしなければね、なかなか、これは、自主防災

組織に全部、丸投げしてもなかなか、それは前へ進まない。そう思います。

今後、本年度もそういう計画を立ち上げていくと、こう言われましたが、どの

ような計画を立ち上げるのか、町としての考えをお聞きしたい、その避難所

のね。２７年度にこれから用意すると、こう言われましたから、お聞きします

が、どういう用意をするのか、考えがあればお聞かせ願いたいと思います。

それから、どういいますか、高台移転についてもそうなんですよ。確か

に、それは難しい問題があります。先に縷々並べられました。これは、水道

の問題、それから高さの問題、お金の問題、それから、伝統やら文化的も

のの何、商業者が上がってこれないとか、ハードルが高いことを言われまし

た、分かってるんですよ、そういうことは。分かった上でやろうと言っている。

だから、今すぐ、工事に掛かれとは言っていません。高規格道にしたって、

掛かるいうてから何年も掛かるでしょ。そういうようなもので、まず、テーブ

ルへ載せましょうと。テーブルにこの高台移転について、防災について、避

難についてテーブルに載せて、その中で住民さんと一緒になって協議して、

問題点があれば止めたらいいんです。どこやろみたいに。そういうまず、第

１段階から入っていきませんかという提案です。担当課長の権限で言えな

ければ、町長からお聞きしたいと思います。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

長﨑総務課長補佐。
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総務課長補 （長﨑 正仁総務課長補佐）

佐 田島議員の再問にお答えを致します。３つほど再問いただきました。

各地区の防災体制の件ですけれども、具体的にですね、田島議員の住

まわれている甲浦東が具体例として出てきたわけですけれども、甲浦東地

区でそういった取組をするのであればですね、まず、訓練の方法はいろいろ

ありますので、訓練の方法を考えてですね、こういった訓練を実際にやって

みましょうと。やる中で、そういった防災、甲浦東でしたら、東の防災体制づ

くりへと反映をさせていったらいいのではないかなというふうに考えておりま

す。他の地区でもそういった防災訓練、防災活動をする中で、いろいろな課

題点の克服とかをしてきておりますので、そのような取組で是非、進めてい

けたらと思いますので、ご協力のほどお願いしたいと思います。

それから２つ目、避難所についてのご質問ですけれども、現在ですね、そ

のレベル２という、いわゆる最大クラスの津波が来た場合、本町で使える避

難所は９箇所しかありません、９箇所。自分が申し上げていたのは、最大の

場合は今、９つしか使えないというけれども、想定内の津波であれば、甲浦

小学校はじめ使える避難所があるやないかと。レベル２に囚われてですね、

この避難所はもう使えないというふうに断定をしてしまうと、そしたら、何も

準備しない、でも、いざ来たら、想定内であった。使えるのに何も準備してい

ないから使えないというふうにならないようにですね、レベル１、レベル２、

両方を想定して整備をこれから、（議席より、レベル１やら、レベル２を誰が

地震が起こったときに決めるんですか、誰がぱっと決めるんですか。今回、

レベル１やからここへ逃げてくれ、レベル２やからここへ逃げてくれと言うん

ですかと発言あり。）

議長 （今宮 裕明議長）

自席からの発言は。（議席より、了解と発言あり。）

総務課長補 （長﨑 正仁総務課長補佐）

佐 それは、来てからの結果というふうになりますけれども、そういった中で

の取組と、先ほども答弁しましたけれども、県の方もですね、命をつなぐ対

策への支援ということで、来年度、本町のように、答弁が重複しますけれど

も、広域避難所についての検討にも入っていくというふうになっております。

それと最後ですね、高台移転への再問がありましたけれども、具体にで

すね、議論する場を構えたらどうかというところですけれども、地区懇談会
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の中とかですね、そういった住民の方からですね、そういった高台移転につ

いての勉強をしたいというふうな声がありましたら、そういったふうにもして

いった方がいいと思うんですけれども、具体例を先ほど申し上げましたけれ

ども、１０戸以上の移転元がなければ、高台移転への事業というのはできな

いというふうになっておりますので、具体的にですね、そういった１０戸以上

まとまった地域の方のご意見が、ご要望が出てきたときにテーブルに挙げ

て議論を進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。

議長 （今宮 裕明議長）

もう、お互い５分ぐらいしかないですよ、時間は。松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

基本的にですね、担当の方からの説明があったとおりでございます。さま

ざまなケースに、段階的にですね、検討していかないかんということでござ

います。避難タワーも含めましてですね、一時避難場所からの安全な場所

への移動、空からですね、海からという支援を広域的に対処していくという

ようなことも考えているところでございます。そのためにヘリポート用地を購

入してですね、ヘリポートを先に建設を致したわけでございます。この活用

策についてもですね、今後、防災拠点として仮設住宅等の整備も検討して

いかなければならないというふうにも思っております。現時点での用地の確

保は、ここしか高台ではないわけでございます。その活用策と整備を平行し

て取り組んでいくと、広域的な支援策も、県や近隣市町村とも連携して、検

討しているところでございます。

それとですね、一番期待しております防災対策上に位置づけております

高規格道路への取組でございますけれども、本日、計画段階評価への対

応方針が決定されるというようなことになっております。この対応方針案に

もですね、南海トラフ地震に備えた信頼性の高いネットワークの確保、代替

路の確保、防災拠点施設や避難路との連携ということが謳われておりま

す。といいますのは、東洋町には防災拠点施設というのが、ヘリポート用地

が議論されているということでございます。そういった流れの中で、当然、イ

ンターチェンジにつきましてもですね、具体的に甲浦地区に１箇所、野根地

区に１箇所ということで、東洋町に２箇所のインターチェンジを建設すると、

というのは、広い道路と円滑に連絡ができることに配慮した配置案とすると

いうことは、この対応方針案の中にも示されております。地域の防災拠点施

設と連携を取っていくということでございます。詳細なルート、構造の検討に
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当たってのですね、整備期間を短縮する、コストの縮減に配慮する、また、

地域防災公園などの防災拠点施設との連絡方法、防災や観光の拠点とな

る休憩施設の整備について今後、県及び町と連携して検討を行うということ

になっておりますので、この高規格道路の事業化決定がですね、間近に迫

っているということでございますので、東洋町としてもですね、避難場所ある

いは拠点施設との連携についてですね、更に要望していきたいというふうに

考えておりますので、（議席より、よく分かりましたと発言あり。）一生懸命、

頑張ります。

議長 （今宮 裕明議長）

田島議員、残り時間５分３３秒です。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

分かりました。５番目の質問をさせていただきます。

野部の山、あそこのトンネル、上がっていく左側の山です。あの山に、白

浜海水浴場及び太平洋を望む展望台設置を、建設を提案したいという質問

でございます。

白浜小浜の農業販売所向かいの山の頂上を開いて、展望台の開設を求

めたい。県有地であり、公園法、保安林などの規定はありますが、県環境

保全課によりますと、手続きを踏めばできると回答を得ております。展望台

登り口は以前、住民さんがポンカンを売っていた国道エプロンから車で登る

か、あるいは階段による最短距離を取るか、場所も含めて検討すればよい

と思っております。県東部の玄関口として、また、観光のためにも街並みや

あるいは海水浴場を鳥かんできる展望台は、東洋町にも是非、１箇所必要

な施設と考えております。県や国の補助金を受け、観光振興協会などとタイ

アップした町事業として是非、取り組んでいただきたいが、町長の考えをお

聞きしたいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

高台移転も含めてですね、防災対策の議論が先ほどまでしておった中で

ですね、ご提言の展望台ということでございますが、そのような施策にも取

り組んでいきたいという気持ちはあるわけでございますが、展望台だけとい



- 78 -

うようなことではなくてですね、観光面から他の施設との整備も一緒にでき

ればいいかなというふうには考えてはおります。検討していかないかんとい

うふうに思っておりますが、先ほどから議論されておりますように、今現在

の状況はですね、何と申し上げても、優先度ということから考えますとです

ね、先ほどの質問にもありますように、防災対策強化という時期でございま

す。避難タワーもまだ必要とされております。財政的に展望台と避難タワー

とどっちを優先するのかと聞かれれば、当然にですね、避難タワーを優先し

なければならないという情勢と時期があるということでございます。防災対

策もですね、当然、補助金枠の中でやっているわけでございまして、当然、

財政規律との関係もあるわけでございます。今後、老朽施設も、再建にも優

先度合い中で、順番に対処していかなければならないということでございま

すので、単年度にですね、一気に全ての事業や要望に対応するだけの、な

かなか余裕がないということのご理解をしていただきたいなというふうに思

っております。１つ、１つでございますので、ご理解のほどよろしくお願いし

たいと思います。

議長 （今宮 裕明議長）

７番、田島毅三夫君。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

こういう問題は、１カ月、２カ月、人命に関わる問題ではありません。そう

いうことからいえば、優先順位からいえば、町長、そのとおりです。これはし

かし、大事な施設だと思いますので是非、心に留めて置いていただいて、何

らかの形で、また検討していただきたいと思います。

そう、お願いしておいて６番目の質問に入ります。これは一応、時間の限

りさせてもらいますので、答弁の方もよろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

答弁の方も時間ありませんよ。

７番議員 （田島 毅三夫議員）

６番目、町の喫緊課題についてお聞きしたいと、こういうことで６項目並べ

てあります。

公共施設の高台移転について、これは、もう今、私が言いましたので、け

んど、具体的に書いてあるから、これは１つ提案しておきます。メガソーラー



- 79 -

で南山は使えません、今の状態ではね。津波に流失する斎場を被害のない

ポンカン山出入り口の町有地に移転し、消防屯所を救急と併せて、生見トン

ネル入口の民有地を売っていただいて、移転したらどうかということです。

２つ目に、震災時の救援、復興拠点となる町庁舎は２階まで浸水します

が、屋上は使えます。計画中の防災センターを屋上に設置し、通信機器や

データを保護して、災害対策本部としての指揮の執れるように提案するが、

どうでしょうかということです。

それから３つ目に、緊急避難所としての公民館や学校、各地区集会所な

どを利用するためにも、高台移転の検討に入ろうと提案しますが、どうでし

ょうか。また、医療施設や建築機材高台移動なども、関係者と話し合う考え

はありませんでしょうかという質問です。

２つ目に、職員勤勉手当の支給条例の改正についてお聞きします。町職

員勤勉手当は、２６年度は５７人の職員が全て良好と評価され、約２２２０万

円が支給されました。これは査定とはまやかしとは、ちょっと、これは変更し

ます。町民血税の慣例的なお手盛りや支給であり、住民困窮の中での財源

の無駄遣いだと、こう思っております。議員として許せません。勤勉手当を

人命救助や行政システムの改善など、優れた献策や住民サービスなど、特

に優秀な職員に絞って支給するよう条例改正を求めたいが、どうでしょうか

ということです。それによって浮いた財源は、国保税や介護費用の助成に

回そうではありませんか。

３つ目です。農業委員会へ町農業の策定策の策定の諮問を是非、やって

いただきたい。国の農協及び農業改革を受けて、町農業再建、振興策の策

定を農業委員会に諮問するよう、しつこく求めますが、いかがでしょうか。

東洋町林業再生、振興策の提言として、寂れた町林業振興と自然環境

の整備のためにも、県の高知県豊かな環境づくり総合支援事業や森林整

備地域活動支援などの補助金を取り入れ、民間山林の所有者名簿と地図

を作成し、緊急間伐や森林環境保全整備などの補助金による間伐や林道

開設など、森林環境整備を行おうではありませんかという提案です。

それから、野根奥地区の産品出荷支援を求める件。県の中山間地域集

出荷支援事業補助金を活用して、野根奥地区住民の海の駅への集出荷を

行い、介護予防や耕作放棄地再生、生きがいや副収入につなげようではあ

りませんか。また、商工会の連携事業の宅配事業にも、このシステムを活

用して宅配したらどうかという提案です。

６つ目になります。新聞学習ＮＩＥ、これは私、勝手にニエと言いましたが、

注意されました。除けておきます。ＮＩＥ活動について、来年６月の参議院選
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挙から１８歳から選挙権が決まりそうであります。１８歳といえば高校生３年

生、東洋町には高校がないので教育はできませんが、中学校ぐらいから、

北方四島や尖閣、竹島などの領土問題、イスラム国や安全保障問題、ＴＰＰ

などを含めた政治、経済、教育、文化などの問題や課題を公平公正な視点

から判断し、投票できるように、新聞記事によるＮＩＥの学習を求めたいが、

教育長の考えを聞きたいという質問でございます。時間の許す限り。

議長 （今宮 裕明議長）

時間が来ました。答弁は簡明に願います。例外は認めるわけにはいきま

せん。１７秒あります。（議席より、これは、前に申し合わせのときに議員が

質問して、それに対する答弁時間は入れると発言あり。）分かりました。答

弁、誰かやりますか。

何もかも例外を全て認めるというわけにはいきませんので、１人やった

ら、１人で決めて下さい。ルールはルールとしてちゃんと守っていただかな

いと、こちらの運営が困ります。（議席より、私は議員として通告を出して、

時間の割り振りもちゃんとしてやっているんですよ。それやから、答弁の時

間がないとして、割り振りを決めたらいいじゃないかと発言あり。）、だから、

さっき答弁はもう５分しかないですよと、あらかじめ言ったじゃない。（議席よ

り、もう１問ありますから、止めて下さいというようにね、今回、１人１問づ

つ、簡潔に答弁して下さいと発言あり。）町長、あなた１人でやってくれませ

んか。１人、１人やったら時間がだいぶオーバーしてしまう。光本総務課長。

総務課長 （光本 速雄総務課長）

それでは、田島議員の質問にお答えします。

６の１の②の防災センターの庁舎屋上に設置をして、通信機器やデータ

の保護をして、防災対策本部をという提案の件でございますけれども、ご指

摘のとおり、庁舎は、津波によりまして２階まで浸水すると予測をされており

ます。屋上までは津波は来ませんが、既存の庁舎を増設して３階建にする

ことは、強度や構造上の問題で困難と思われます。現在、防災センターに

つきましては検討をしているところであります。また、通信機器の件ですが、

通信機器の設置場所につきましても検討をしていきます。それと、データの

方につきましては、本年度に社会保障・税番号制度システムを導入を機に、

総合住民情報システムを導入しまして、データのバックアップを庁舎外の場

所で管理するようにしております。これによりまして、もし庁舎が津波により

被害を受けましても、データの方は保たれると考えております。以上です。
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議長 （今宮 裕明議長）

奈良﨑教育長。

教育長 （奈良﨑 幸一教育長）

私の方から、田島議員の一般質問に答えさせていただきます。

６番目の新聞学習活動についてということでございます。小学校の現状

では、児童の言語活動に取り入れており、高知新聞のこども高知新聞、き

んこん土佐弁等をよく活用しております。中学校でも小学校と同様に、言語

活動に取り上げております。また現在、起こっている社会情勢の記事を取り

上げ、授業に活用しております。新聞学習につきましては、各学校において

いろんな教科に活用されておりますので、現状のままでよいと考えておりま

す。また、県教育委員会より指導等がありましたら、各学校長と協議し、検

討して考えていきたいと思っております。以上でございます。

議長 （今宮 裕明議長）

ここで休憩をします。１５分間休憩します。再開は３時０５分でお願いしま

す。

（休憩時間：１４時４８分）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

（再開時間：１５時０５分）

田島毅三夫君の質問が終わりました。

続いて、福島登君の質問を許します。

件名は、災害時に必要な資材や水・食料等の備蓄について、他４件であ

ります。答弁者は、町長、副町長、課長、課長補佐となっております。福島

登君、質問を始めて下さい。

１番議員 （福島 登議員）

すみません。質問の前に少しよろしいですか。本件の入る前に、一般質

問の通告がない発言を議長の方からご指導いただいて、私、理解して下ろ

しております。質問時間、答弁時間についても厳粛に守っていただきますよ

う、よろしくお願い致します。
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質問に移ります。私からは、防災関係の質問２件と、福祉関係の質問２

件、その他１件ということで通告を致しております。できるだけ簡潔にしたい

と思いますので、皆様のご協力、よろしくお願い致します。早速、質問に移り

ます。

質問１の件、災害時に必要な資材や水、食料等の備蓄についてでござい

ます。１つ目に、豪雨災害や地震津波災害等の災害に備えた備蓄について

は、各地区の自主防災組織、いわゆる住民が自主的にその地域の一時避

難所に個々に備える水や毛布などの備蓄品と、町が防災倉庫や防災拠点

施設に町として備えるべき資材や水、食料等の備蓄品があると考えるが、

現在の備蓄状況と今後の増備等、執行部のお考えをお聞きします。

関連して２つ目に、自主防災組織の活動については、地区ごとにかなり

温度差があると思います。自主的な活動といっても、その温度差のために

備蓄など、防災上の地区格差が生まれているのも事実だと思います。町と

しての活性化策等の考えをお聞き致します。

議長 （今宮 裕明議長）

長﨑総務課長補佐。

総務課長補 （長﨑 正仁総務課長補佐）

佐 福島議員のご質問にお答えを致します。２つご質問いただいております。

まず１つ目ですけれども、各自主防災組織の備蓄についてですけれど

も、各地区の津波避難場所へ防災倉庫を整備しておりますけれども、この

倉庫を活用して、衣類や毛布、それから水や食料の備蓄について取組をお

願いしたいと思っております。防災活動が活発な地区では、既に実施をして

おりますけれども、特に真冬の夜間に南海トラフ地震が発生したことを想定

しまして、着の身着のまま避難できますように、倉庫を第２の自分の家とし

て備蓄を確保していただきたく、取組をお願いしたいと思っております。津波

の避難場所は、命を守ることを第１の目的としておりまして、その場で避難

生活を送るための場所ではありませんので、津波が引くまでの１日間程度

の備えで構いませんので、各家庭や各地区でそれぞれが持ち合い、備蓄

の備えをお願いしたいと思っております。

次に、町として備える資材や水、食料につきましては、先ほど田島議員の

ご質問で答弁しましたように、津波避難路、避難タワーなどの命を守る対策

と同時に、次のステップとなる命をつなぐ対策の一環としまして、食料、水、

資機材を安心して備蓄できる施設が完成しましたので、来年度から少しず
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つではありますが、非常事態に備えた備蓄を進めていきたいというふうに考

えております。来年度以降、国土交通省の交付金事業を活用しまして、簡

易トイレ、それから避難所の間仕切り、発電機、蓄電器、かまど、毛布など、

防災拠点施設や避難所に必要な資機材を購入していくこととしております。

水、食料、備品類につきましては、まず、レベル１クラスの想定避難者数、１

８００人ですけれども、それ掛ける３日分を最低限の目標値としまして、乳幼

児から高齢者に配慮した食料や、女性に配慮した備品類の備蓄をしていき

たいというふうに考えておりますけれども、これらの整備には、国や県の支

援がありませんので、自治体独自で財源を確保して購入しなくてはなりませ

ん。今後、財政状況を勘案致しまして、対応していきたいというふうに考え

ております。

平成２７年３月時点の備蓄状況としましては、食料はありませんけれど

も、２リットルの水が１８００本と、毛布１４６枚程度であります。水につきまし

ては、甲浦の株式会社三谷組事務所敷地内の防災倉庫へ６００本、甲浦小

学校へ１５０本、生見の備蓄倉庫へ９００本、野根地区防災活動拠点施設

へ１５０本、野根小学校へ１５０本と分散備蓄をしております。毛布は生見の

備蓄倉庫へ保管をしております。この他、平成１７年度に四国コカ・コーラボ

トリング株式会社との救援物資の応援協定を締結している中で、町内１６箇

所に設置している、災害時救援対応機と表示をされている自動販売機で最

大１２６リットル、５００ミリのペットボトルにしますと２５２本分の飲料水を使

用できるようになっております。

次に、資機材としましては、甲浦の株式会社三谷組事務所敷地内の防災

倉庫へ真水製造器１機を保有しておりまして、これは１分間で４リットルの

浄化能力を有する機械であります。１日１人３リットル必要として、１２８０人

分の水を確保することができます。今後も、備蓄状況を改善しまして、分散

備蓄に努めるよう取り組んで参りたいと考えております。

２つ目の質問について答弁します。ご指摘のように、各自主防災組織間

のですね、自主的な防災活動につきましては、確かに温度差あります。先

ほど、田島議員の答弁の中で活動事例を紹介しましたように、自主的な防

災活動を繰り広げている先進的な取組が他の組織へ波及していくことを紹

介させていただきましたけれども、波及する背景に、防災活動に対して理解

を示す中心的な人物の存在が確実に現れております。そのような方が各自

主防災組織の中にいることで、地域の防災活動が活性化の方向へ進んで

いくことも事実であります。昨年は、地域の防災力の向上を目指して、３名

の方が防災士認定資格試験に合格をしまして、ご自身の地域はもちろんで
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すけれども、他の地域でも、地域防災活動について助言していただいており

ます。町としましては、各自主防災組織の中で、このままではいかん、自分

が地域の防災活動を盛り上げていきたいという、リーダー的存在の掘り起こ

し、それから、その方の育成に向けての支援に努めていくことも自主防災活

動への活性策と考えております。以上でございます。

議長 （今宮 裕明議長）

福島登君。

１番議員 （福島 登議員）

再問ですが、現在、既にあります一時避難場所についてもですね、自主

防災が備蓄を設置したいと思っておるところも、まだ物置、倉庫等が設置さ

れてないところもございます。今後、一時避難場所の整備を図っていただく

際には是非、その避難場所に物置、倉庫等を設置していただいて、住民の

自主的な備蓄を進めるような取組をお願いしたいと思いますが、執行部の

お考えをお聞き致します。

議長 （今宮 裕明議長）

長﨑総務課長補佐。

総務課長補 （長﨑 正仁総務課長補佐）

佐 再問にお答えを致します。

先ほど答弁をしましたように、各地区の津波避難場所への備蓄するため

の防災倉庫の設置というのは必要不可欠だというふうに、認識はしておりま

す。ご要望があればですね、設置というのをしていきたいと考えております

けれども、まずは地権者のご協力がなくてはできないということ、それから、

県の補助金を活用するに当たっての条件がありまして、避難場所へ各地区

が防災倉庫を２つ以上設置する場合ですけれども、１つ目の設置から３年

間の期間を空けることと、それから、自主的な防災活動の取組実績という

のが条件となってきますので、２つ目の倉庫の設置を要望される地区で、自

主的な防災活動がなされていない場合、これを機に取り組んでもらえるよ

う、支援をしていきたいと考えております。いずれにしましても、ご要望に沿

えるよう対応していきたいというふうに考えております。以上でございます。

議長 （今宮 裕明議長）
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１番、福島登君。

１番議員 （福島 登議員）

先日、監査委員の定期監査の際に、昨年１０月に落成した野根防災活動

拠点施設の現地確認を行いました。その際にも防災拠点の機材や備蓄品

等の充実についてお願いも致しました。また、住民懇談会の際には、各地

区で防災関係の話も活発に行われたとお聞き致しております。今後も防災

や減災を計画的に進めていただくようお願いして、次の質問に移らせてい

ただきます。

次に、２つ目の質問です。その前に、本文の今年１月を昨年１１月に訂正

をよろしくお願い致します。

２つ目の質問、家具転倒防止等対策事業についてでございます。昨年１

２月の議会で質問したこの事業について、平成２７年度予算で金具購入、

取付費の２分の１を補助し、金具購入、取付費ともに上限１万円としている

ようですが、その事業の詳細と地震災害発生時の避難を迅速に行うための

重要な対策として取り組む以上、前もって事業推進策を検討しておく必要が

あると思います。このことについて、執行部のお考えをお聞き致します。

議長 （今宮 裕明議長）

長﨑総務課長補佐。

総務課長補 （長﨑 正仁総務課長補佐）

佐 福島議員の質問にお答えを致します。

平成２７年度から新規事業と致しまして、南海トラフ地震等の発生におけ

る家具の転倒等による被害を軽減するために、各自宅の家具の転倒等を

防止する対策としまして、全世帯を対象に、家具や家電の固定作業に掛か

る取付作業費、それから器具の購入費について現在のところ、取付作業

費、それから器具の購入費ともに１万円を上限とした補助事業を計画して

おります。家具などの固定に係る器具につきましては、家具と壁を固定する

金具に限定せずに、家具と天井を固定する突っ張り棒ですとか、家具の下

に設置するストッパー、それからテレビの底に貼り付けられるマット、それか

らガラスの破損を防止します飛散防止フィルムなど、固定や損壊に係る様

々なアイテムに柔軟に対応できるようにしておりますので是非、ご活用して

いただきたいと思っております。

それから、取付作業ができる大工やホームセンターなどの店舗以外、個
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人が実施する場合もありますので、器具の取付の質を確保するための講習

会も計画しております。是非、受講していただきたいと思います。それから、

補助金を受ける際には、家具固定の取付前と取付後の写真、それから領

収書が必要となりますので、その点にご留意いただけたらと思います。この

事業につきましては、県の補助金事業を活用する関係で、６月からスタート

していきたいと考えております。事業内容の周知につきましては、今年１月

から２月の地区懇談会でも紹介をさせていただきましたけれども、６月広報

で改めてご紹介をさせていただきたいと思います。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

１番、福島登君。

１番議員 （福島 登議員）

再問ですが、３月１２日の高知新聞で黒潮町において、補助額引き上げ

と個別訪問による制度周知に努めた結果、対前年度予定も含めて、１２倍

を超える耐震診断が行われたとございました。我が町においても、耐震診

断と家具転倒防止等の対策の制度を個別訪問等により周知するお考えが

ないかどうかお聞きを致します。

また、現在の耐震診断、耐震補強の補助制度の説明と、今後、補助額引

き上げのお考えがないかどうかお聞き致します。

議長 （今宮 裕明議長）

長﨑総務課長補佐。

総務課長補 （長﨑 正仁総務課長補佐）

佐 福島議員の再問にお答えを致します。

個別訪問、それから耐震改修助成の内容、それから補助金の見直しの３

点の質問をいただいたんですけれども、来年度ですね、住宅の耐震化が進

まないということから、県より、まずは耐震診断についての個別訪問につい

て要請がきております。その個別訪問についても、県の方が支援を実施す

るとのことですけれども、まだ具体的な支援内容が示されていない状況で

あります。町としましても黒潮町のようにですね、専門員を雇用して実施し

ていくのか、また、北川村のように、職員が戸別訪問して実施していくのか、

まだ決めておりませんけれども、県からの具体的な支援策を待って検討し

ていきたいというふうに考えております。いずれにつきましても、家屋の耐
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震化、それと、家具転倒防止策につきましてはセットで進めていきたいとい

うふうに考えております。

それから、２つ目の耐震改修の補助金制度のことについてということです

けれども、これは、昭和５６年５月以前に建築された住宅を対象にしており

ます。まず、耐震診断から始まりまして、これは個人負担で３千円要ります

けれども、受けられます。

次に、耐震診断実施後に改修が必要となった場合には、改修設計費とし

まして上限２０万円の補助が下ります。それと、耐震改修工事に入った場合

は、上限９０万円までの補助金があります。改修設計費と工事費合わせて

１１０万円の補助金がありますので是非、ご活用をしていただけたらと思い

ます。

それからあと、ブロック塀の撤去、あるいは安全な塀への改修につきまし

ても２０万円が上限ですけれども、補助金がありますので、こちらの方も併

せて活用いただけたらと思います。ちなみにですね、耐震改修に伴う平均

的な費用としまして、設計費に３０万、工事費で１７６万円合わせて２０６万

円が平均的な費用というように言われております。その２０６万円からです

ね、１１０万円を引きますと、自己負担は９６万円というふうになりまして、行

政側の方が半分以上、費用を負担しているということになります。ですの

で、これ以上の補助金のかさ上げということにつきましては今後、国、県へ

の支援拡大の要望を行うなどしてですね、財政支援の拡大等を要望して対

応していきたいというふうに考えております。以上でございます。

議長 （今宮 裕明議長）

１番、福島登君。

１番議員 （福島 登議員）

是非、個別訪問を前向きに検討していただいて、次の質問に移らせてい

ただきます。

３つ目の質問と致しまして、障害者総合支援法についてでございます。昨

年３月議会で質問したこの件について、法の施行により、平成２７年３月末

までに障害を持たれている方のサービス等利用計画書案を策定しなけれ

ば、現在までに利用できたサービスや新たに利用したいサービスを受ける

ことができなくなる可能性がございました。このサービス利用計画書策定の

進捗状況についてお伺い致します。

２つ目に、サービス等利用計画書案策定以降ですが、認定の調査、障害
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支援区分の認定、支給決定、受給者証の交付など、必要なサービスを受け

ることができるまで、様々な手続きがございます。そのことも踏まえ、障害者

の日常生活や社会生活に対する支援が滞ることがないような支援体制づく

りができているかどうかお聞きを致します。

議長 （今宮 裕明議長）

光本住民課長。

住民課長 （光本 孔士住民課長）

それでは、福島議員の質問にお答えしたいと思います。

まず、サービス利用計画書作成の進捗状況というご質問でございますけ

れども、昨年、当初段階で、２６年度中にサービス利用計画書を策定しなけ

ればならなかった方についてはですね、３０名ということでスタートしたわけ

ですが、その後、直近では、本日までにですね、死亡が１名、転出１名、新

規でされた方が３名ということで、最終的に３１名の対応をしております。こ

のうちですね、３１名のうち、現在、策定済が２６名、策定中の方が、東洋町

の相談支援事業所で２名、外部の事業所が取り組んでいただいているのが

３名ということで、最終的にサービスを受けられなくなるという方はいないと

いう見込みは立っております。

次にですね、その後の支援体制というご質問でございますけれども、当

初、町が独自で設立をして以降ですね、相談事業所としましては、日和佐

のおおぞら、それと、室戸に去年できました、しえんの舎という相談事業所

がございます。そちらの方でもお願いを致しまして、町の分と合わせて３箇

所の相談事業所が今、町内で稼働できておる状態です。なお、日和佐のお

おぞらさんについてはですね、月に一度、一般相談ではありますけれども、

出張相談ということで相談事業を行っていただいております。それと、多分、

一番重要な問題になってくると思うんですけど、継続の方は以後どうするか

ということだと思います。その方についてはですね、町の方では一覧表、そ

れぞれ有効期限が決められておるわけですけれども、１年から３年の範囲

で。一覧表にしまして、有効期限が切れる２カ月から３カ月ぐらい前に、ま

ず、町の方が本人さんにサービス等利用計画案の提出を依頼するわけで

すが、それと並行しまして、障害支援区分の認定調査であるとか、医師の

意見書についての依頼を発しまして、できるだけ短い期間といいましても、

やはり２カ月近くは掛かると思いますけれども、変更があれば間に合うよう

な形で対応しておりますし、一覧表を作っておると言いましたけれども、そ
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れも複数の職員、担当職員あるいは保健師でありますとか、複数の職員が

その一覧表を共同で所持しておりますので、それぞれ見逃すことがないよう

に体制を整えております。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

１番、福島登君。

１番議員 （福島 登議員）

心配されたこの件について、関係者のご努力により完了予定とお聞きを

致しました。次の質問に移りたいと思います。

質問４として、子ども子育て支援策についてでございます。昨年６月議会

で質問したこの件について、検討委員会等の開催やアンケート等の実施に

より、子ども子育て世帯の要望も聞き、新たな支援策を検討するということ

でありました。平成２７年度に実施する支援策について、その詳細をお伺い

します。

議長 （今宮 裕明議長）

光本住民課長。

住民課長 （光本 孔士住民課長）

それでは、子ども子育て関係についてお答えしたいと思います。

支援会議の方は、昨年１年間で３回、開催しまして、２７年度に実施する

計画案の策定を致したところです。その概略について説明をさせていただき

ます。現在、やっているのも含めて、２７年度に実施する事業ですけれども、

まず、保育園の時間外保育、通常、延長保育と言われるものを実施をして

いきます。次に、地域子育て支援拠点事業としまして、月に１回程度、保育

園を開放して、通園していない子供とお母さん方を対象に、通園児とその保

護者の交流を行っております。それと、次に一時預かり事業ということで、

里帰り出産などの際にですね、その出産される方の子供さんを保育園で預

かるという事業を行っております。それと、直接のあれではないですが、妊

婦一般健康診査ということで、妊娠中に実施する検診も行って、その助成も

しております。

次にやっておるのが、新生児の家庭を保健師などが訪問する新生児訪

問ということを行っております。それと、２７年度にですね、小学生の保護者

を対象に、放課後児童クラブ、仮称ですけれども、に関するアンケート調査
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を行って、同クラブの設置を含める検討をするようにということになっており

ます。それとあと、２７年度からはですね、保育料の無償化を実施する計画

を立てております。これまで第２子が２分の１、第３子無償であったものを、

全てに対して無償化するという事業です。それと、出産支援の助成というこ

とで、直接、子ども子育てではありませんけれども、出産する産院が遠方の

場合にですね、出産に伴う宿泊費の助成を開始致します。また次は、直接、

住民課ではなく、教育委員会の方になりますけれども、午前中も教育長が

答弁しておりましたが、東洋町子ども子育て世帯入学支援金ということで、

小中高、大学等ですけれども、入学時に１０万円でありますとか、２０万円を

支援するという事業、それと、これも教育委員会の方ですけれども、学校給

食費の助成としてですね、従来は３分の２であった助成額を、４月から８０パ

ーセントに引き上げるという事業を行う予定でおります。以上です。

議長 （今宮 裕明議長）

１番、福島登君。

１番議員 （福島 登議員）

ただいま、ご答弁いただきました。

従来から実施しております支援と、また、新たな支援の項目がございまし

た。ここで各支援の内容を細かく聞くこともなかなかできませんので、この説

明があった支援については、先般、行われた住民懇談会の際にも説明をい

ただきましたが、出席者の方も少なくございましたので、広報等への掲載な

ど、広報活動を更に進めていただくことをお願いして、最後の質問に移りた

いと思います。

白浜海水浴場西側の流石についてでございます。白浜海水浴場西側の

海岸に数センチから握り拳大の石が広範囲に流出をしております。昨年頃

から、より流出範囲が拡大したように見受けられますが、現状のままでは、

更に範囲が拡大し、夏場の海水浴客が歩きづらいなど、更なる来客数の減

少にもつながりかねないように見受けられます。この状況につきましては先

週、甲浦海運がボランティアで重機により、流石収集の作業をしていただい

たとお聞きも致しております。今後、観光資源の維持と有効利用の観点か

ら、県と連携した取組が必要と考えますが、執行部のお考えをお聞き致しま

す。

議長 （今宮 裕明議長）
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伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 福島議員の質問にお答え致します。

昨年の豪雨等により、議員指摘のとおり、石がかなり目立つようになり、

除去については、県管理のため、県土木と協議をしてきたところではござい

ます。本町と致しましても、貴重な観光資源である海水浴場をシーズンまで

には除去する方向で計画を致しておりましたが、先ほど福島議員が言われ

たように、地元業者が３月１２日から１４日までの間で、３回に分けて実施を

致しております。その中でですね、まだ石の量が結構、残っております。十

分取り切れておりませんので、今後も町としては、取れる範囲で除去してい

きたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

１番、福島登君。

１番議員 （福島 登議員）

生見のサーフィン海岸、白浜海水浴場など、観光資源を有効に活用した

観光の活性化に取り組んでいただくことをお願いし、私の質問を終わらせて

いただきます。どうもありがとうございました。

議長 （今宮 裕明議長）

福島登君の質問が終わりました。

続いて、高畠俊彦君の質問を許します。

件名は、小池川の浚渫工事について、他２件であります。答弁者は、町

長他となっております。高畠俊彦君、質問を始めて下さい。

３番議員 （高畠 俊彦議員）

それでは、一般質問をさせていただきます。よろしくお願い致します。

小池川の浚渫工事について質問を致します。先日、慎太郎横からなごみ

の橋までの間の浚渫工事が終わりました。ありがとうございました。なごみ

橋から下流にかけても、一日でも早く、浚渫工事を引き続き要望致します。

聞くところによると、土木に生活安全安心事業というのがあると聞いており

ます。そういう事業を取り入れてもらい、毎年、少しでもやってもらうというこ
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とはできないものでしょうか。下流の方にも葦が生え、ごみが溜まり、砂が

堆積しているところが多々あります。執行部の考えをお聞き致します。

議長 （今宮 裕明議長）

伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 高畠議員の質問にお答え致します。

小池川の浚渫工事についてですが、室戸事務所とは常に連絡を密にし、

協力をしていただいているところでございます。今後も連携を図っていきた

いと考えています。また、毎年行っている土木行政連絡協議会の中で、小

池川の浚渫については、今後も町から要望をしていきたいと考えています

ので、よろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

３番、高畠俊彦君。

３番議員 （高畠 俊彦議員）

再問致します。

室戸土木に赴く際には、申し込みのほど要望しておきます。

２つ目の質問に入らせていただきます。原地区にある宮ノ西グラウンドゴ

ルフ場付近の橋の耐震について質問致します。夫婦岩に上がっていく中腹

に、津波避難場所が設定されております。２月６日午前１０時２６分、東洋町

で震度４の地震がありました。そのときに、慎太郎の入居者及び職員は、マ

イクロバスでそこの避難場所に避難致しました。その場所の山の上がり口

にコンクリートの橋が架かっております。もし、その橋が通れなくなればと心

配しております。耐震補強をしなくてもよいのでしょうか。質問致します。

議長 （今宮 裕明議長）

伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 高畠議員の質問にお答え致します。

宮ノ西グラウンドゴルフ場付近の橋についてですが、水路に架けてある

橋でありまして、先日、専門業者に確認をしていただきました。耐震化につ
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いては、耐震補強はしなくても問題はないようですが、ただ、下から突き上

げられる津波などには弱いようですので、津波が到達するまでに避難がで

きれば問題はないかと思っています。以上です。よろしくお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

３番、高畠俊彦君。

３番議員 （高畠 俊彦議員）

再問致します。

南海地震が起こり、そのとき、避難するために通るであろうとする橋は全

て調査し、地震で落ちそうな橋は耐震補強しておかなければならないと思う

のですが、今後、そのような避難するときに通る場所、架かっておる橋、全

ての橋について調査をお願いしたいと要望しておきます。

続いて、３つ目の質問に入らせていただきます。室戸東洋市民新聞につ

いてお聞き致します。３月５日付で、室戸東洋市民新聞というのが本町内に

配布されました。内容はほとんど、町長、町行政に対する中傷批判でありま

したが、町民が読めば、内容の分からない人たちは全て鵜呑みに致しま

す。これでは議会議員も、第一の仕事である執行部へのチェック機能が果

たされていない、職務怠慢ということになります。野根漁協の貸付問題は上

告中でありますので説明は要りませんが、新聞に書かれている、上告する

には議会の議決が必要であると書いてありますが、これについての説明を

求めます。また、３年で１１億円の借金の大幅増について、我々議員は、予

算のことは全て納得の上で議決しておりますので、分かっておりますが、こ

の議会放送を通じて町民に説明をしてもらいたい、この新聞を鵜呑みにす

れば、本当に放漫行政ということになります。説明を町長、よろしくお願いし

ます。

議長 （今宮 裕明議長）

松延町長。

町長 （松延 宏幸町長）

高畠議員にお答えを致します。

お尋ねの趣旨はですね、町が判決に不服で、控訴や最高裁へ上告する

ことについて議会の議決が必要か、必要でないのかということでございます

ので、このような事案につきましての判断についてのご説明を申し上げま
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す。まず、地方自治法にはですね、第１審たる訴訟の提起のみならず、訴

訟を提起された場合において、その判決に不服があるとして地方公共団体

が上訴する場合は、議会の議決を得なければならないというふうになって

おります。そこでですね、議会の議決を得なければならないものというの

は、地方自治法第９６条に規定をされております。この中で、普通地方公共

団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない、その中に１２

号としてですね、普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他

の不服申し立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関することとい

うふうに書ききられております。この１２号というのはどういうことかといいま

すと、普通地方公共団体がその当事者であるというところにポイントがある

わけでございまして、これはですね、国家賠償法に基づく損害賠償のよう

に、普通地方公共団体が当事者として相手方と争う場合をいうということに

なっております。ですので、議決を要するのは、地方公共団体が公法人た

る団体として当事者となる場合に限られるということでございます。ですの

で、地方公共団体の長、職員も含めて、その他の機関がその当事者となる

訴訟については、議会の議決は不要であるというふうになっております。よ

って、執行機関としての町が当事者である４号請求に係る控訴については、

議決は不要である、４号請求といいますのは、地方自治法２４２条の２第１

項第４号のことを指しておりまして、監査請求をなして、それから、訴訟提起

するという住民訴訟のことを指しているわけでございます。このような事案

のですね、最高裁の判例がございますので引用したいと思います。

地方自治法第９６条第１項第１２号ですね、議決要件の定めですが、１２

号によると、普通地方公共団体たる村が、この判例は村が当事者になって

おります。村が当事者である訴訟事件に関して、村長が村の代表者として

訴訟行為をなすには同村議会の議決を要するけれども、本件におけるがご

とく村長が当事者たる場合は、第１２号の適用のないことは同規定に照ら

し、容疑の余地がないのである、容疑というのは疑いの余地がないのであ

るということでございます。従って、当事者である村長が本件訴訟の第１、

第２審を通じ、当事者として訴訟をなし、または弁護士に訴訟を委任をなす

について、村議会の議決を経ていないのはもとより当然であって、これにつ

き議会の議決を必要とすることを前提とする控訴人の主張は理由がないと

の判例でございます。以上のとおりですね、議会の議決は不要という判断

を致しているところでございます。

それからですね、起債残高につきましてですけれども、この件に関しまし

ては、行政報告でも申し上げましたけれども、４年前の３．１１、東北地方で
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の大災害以降、防災減災対策が本町のみならず喫緊の課題となっていると

ころでございます。これに対応してですね、財政規律の許せる範囲で、町が

孤立しないための防災対策の強化、情報基盤の整備に取り組んできたとこ

ろでございます。確かに、投資的経費による起債残高は一時、増加する傾

向となっていることも事実ではございますが、この中身につきましてはです

ね、後年度、元利償還金は、国から地方交付税で補てんされる有利な借金

を活用してきているということでございます。一般会計での２５年度末起債

残高は３４億４千万円でございますが、これをですね、交付税を換算致しま

すと９億６千万円分、２８パーセントだけが純粋な町の負担額ということにな

っております。また、起債の種類でも、このように様々な事業の起債がある

わけでございますが、例えば、１４億の残高があります過疎対策事業債で

は、元利償還金の７割が国から補てんされます。また、１０億の残高であり

ます臨時財政対策債は、１００パーセント国が財政負担をしてくれるわけで

ございます。町負担がゼロという借金の種類でございます。また、防災対策

事業でも事業内容によりまして、５０パーセントから８０パーセントの補てん

がされるという有利な起債となっております。また、一度に償還するのでは

なくてですね、事業によりまして、償還年度も１０年から１５年ぐらいを掛け

て分割償還をしているということになっております。また、現在はですね、利

率が２パーセント以下の起債がほとんどとなっておりますので、現在のとこ

ろ、繰上償還すべき状況でもない起債残高であると考えておりますので、ご

理解をお願いしたいと思います。以上でございます。

議長 （今宮 裕明議長）

３番、高畠俊彦君。

３番議員 （高畠 俊彦議員）

再問致します。

町長、今回の上告は議会の議決が必要ないということですね。確認を致

します。議会放送ですので。これで、私の一般質問を終わります。どうもあり

がとうございました。

議長 （今宮 裕明議長）

高畠俊彦君の質問が終わりました。

続いて、平山照生君の質問を許します。
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件名は、野根中学校体育館天井のアスベストを取り除く件、他２件であり

ます。答弁者は、町長他となっております。平山照生君、質問を始めて下さ

い。

２番議員 （平山 照生議員）

それでは、質問を始めます。

最初に、野根中学校体育館天井のアスベストを取り除く件。先日、私は

野根中学校の卒業式に出席させてもらいました。卒業式は中学校の体育館

で行われました。体育館内の正面に１．５メーターか、４メーターぐらい高い

ところに演壇があり、その手前５、６メーターぐらい左に来賓の方がおられ、

右側に先生方、真ん中前列に卒業生、その後ろに在校生、父兄という形で

配置されておりました。そのときに天井を見てみますと、白い大きな６畳ぐら

いあるようなシートが３０枚、４０枚ぐらい張られて、元の天井の部分が見え

なくなっておりました。そのシートと天井の間にアスベストが設置されており

ます。アスベストは呼吸等によって肺に進入し、人体に害を及ぼすとして広

く世間に認知されています。このようなものが学校体育館に放置されていて

は、学校現場、父兄、何より生徒本人が安心して学校生活を送ることができ

ません。町は、２７年度予算で体育館アスベスト浮遊量調査手数料を計上

されておりますが、どのような内容か具体的に説明をお願いします。

議長 （今宮 裕明議長）

奈良﨑教育長。

教育長 （奈良﨑幸一教育長）

平山議員の一般質問にお答えします。

野根中学校天井のアスベストを取り除く件につきまして、これは、平成２０

年度にアスベスト硬化剤吹き付け工事を実施致しまして、一応は封じ込め

ております。これは、平成２３年４月にアスベスト落下防止テント、今言われ

ましたテントを設置し、同年度８月にアスベスト浮遊調査を実施致しました。

調査結果は、現状では健康被害が生じる可能性は低いと考えられるが、当

面は適切な管理を行うこととなっております。これは、平成２５年１１月１８日

に学校長より、体育館に白い濁った液が落ちているという報告があり、調査

を実施しましたが、それ以降、年２回の調査を実施をしており、調査結果は

前回と同様の報告でありました。当面は適切な管理を行いつつ、可能な限

りアスベストを除去する方向で検討していきたいと考えております。以上で
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ございます。

議長 （今宮 裕明議長）

２番、平山照生君。

２番議員 （平山 照生議員）

学校関係者によると、体育館の天井から水滴から落ちてくるが、この水

滴の中にアスベストが含まれているのかどうか容易に判別がつかないよう

です。学校では、雨の日は体育館を使用せず、小学校の体育館を利用して

いることもあるそうです。天井に危険なアスベストがあることは分かっており

ます。調査も結構ですが、できるだけアスベストは撤去するという方向で措

置を求めます。

次の質問に移ります。本町、２７年度事業の一部先行発注を求める件で

すが、講習会などに参加すると、高知県の景気は間違いなく上向いており、

求人率も上昇していると聞きます。しかし、アベノミクスはどこの国の話とい

うような気がする東洋町の状態です。私も町民から、何か仕事はありません

か、このままでは食べていけませんなどと相談されることもあります。町の

新年度事業は通常、国からの交付金が決定される７月、８月ぐらいに発注

されることとなります。このため、新年度４月からこの間の事業ができなく、

業者に空白期間が生じます。町が景気の一端を牽引してくれているという

町民からの信頼を受けるためにも、町の早期事業の発注をお願いします。

課長 （今宮 裕明議長）

伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 平山議員の質問にお答え致します。

昨年は、防災対策事業や災害等の発注が多く、業者側が繁忙のため、

入札不調や辞退が多く見受けられました。また、県土木とは発注調整を行

い、繰越できるものは翌年度へ対応をしてきたところです。年度当初は比較

的発注が少ないので、発注できるものは調整し、できるだけ発注できるよう

にしたいと考えていますので、よろしくお願い致します。

議長 （今宮 裕明議長）

２番、平山照生君。
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２番議員 （平山 照生議員）

よろしくお願いします。

それでは、最後の小池川の草木の除去についてお聞きします。昨年の豪

雨災害ののちに質問をしましたが、現在、町の予算でも鍋シ川のかさ上げ

を計画しておられるということですが、かさ上げしたらその分、川の容積が

増えて、鍋シ川から小池川へ流れ込んでくる流量が増えて、かえって水の

越流による、また水没事故とかいうことが発生するのではないかということ

が考えられます。可能な限り早期に水の流れを阻害しておる川の中の木と

か土砂を除去して、水が流れやすい状況を作って欲しいと思います。以上

で終わります。

議長 （今宮 裕明議長）

伊吹産業建設課長。

産業建設課 （伊吹 真貴博産業建設課長）

長 平山議員にお答え致します。

小池川の草木の除去、浚渫については、一部ではありますが、平成２６

年度に県土木が実施をしております。議員の指摘する箇所については、ま

だできておりません。昨年、浸水被害を受けたあと、県土木では、平成２６

年度に小池川、河内川の氾濫解析調査を実施しております。その対策概要

結果に基づき、平成２７年度には地域と対策を協議していくと聞いておりま

す。また、室戸事務所の方では、平成２７年度でも、小池川の浚渫する予算

は要望していると聞いております。本町におきましても、毎年行っている土

木行政連絡協議会等で、小池川の草木の除去、浚渫については要望を続

けていきたいと考えていますので、よろしくお願い致します。

議長 （今宮 裕明議長）

平山照生君の質問が終わりました。

以上で、本日の議事日程は全部、終了しました。

これにて本日の会議を閉じます。これで、平成２７年第１回東洋町議会定

例会を閉会します。どうもお疲れさまでした。これにて議会放送を終了致し

ます。

（閉会時間：１６時０４分）


